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○議事日程 

   日程 第 １ 一般質問について（議員提出） 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○本日の会議に付した事件 

   議事日程に同じ 
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［午前１０時００分開議］ 

○議長（水上正治君）  ただいま出席している議員は１７名です。１番松本勝栄議員からは

欠席の通知がありました。定足数に達しておりますので、ただいまから会議を開きます。 

 日程に入る前に報告いたします。地方自治法第１２１条の規定に基づき、市長以下関係課長

等の出席を求めておりますので、ご了解願います。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

                                    

     ◎日程第１ 一般質問について 

 

○議長（水上正治君）    日程第１ 一般質問を通告に基づき行います。なお、議会運営

に関する申し合わせにより、質問者の持ち時間を質問と答弁を含めて９０分としておりますこ

とから、議長において時間を計測し、持ち時間の９０分を超えた場合は制止いたしますので、

ご了解願います。質問、答弁は簡潔明瞭に行うよう、この際、お願いしておきます。 

 それでは、通告に基づき１７番中山五男君の発言を許します。 

 １７番中山五男君。 

〔１７番 中山五男君 登壇〕 

○１７番（中山五男君）  皆さんおはようございます。ことしもいよいよ師走を迎えまして

あわただしさを感じる節になりましたが、そのような中、傍聴席の皆様、また関係各位におか

れましてはまことにご苦労さまです。 

 さて、今期定例会の一般質問につきましては、先に通告申し上げましたとおり４項目にわた

り質問をすることといたしました。質問内容をまず、市民が安心できる救急医療体制づくりの

件、２点目は無保険世帯の対応策について、３点目、消防団装備削減の件、４点目は農業政策

について、以上でありますが、ご答弁をいただくところはあわせて１１項目ほどあるはずであ

ります。 

 なお、今回の一般質問に関しまして、近隣市町の実情を知るために高根沢町、さくら市、矢

板市、那珂川町の４市町に行きまして、関係課長とも面談をいたしまして調査してまいりまし

たことも申し添えたいと思います。 

 それでは、早速質問に入らせていただきます。まず、１点目、安心できる救急医療体制づく

りについてご質問申し上げます。東京都内の妊婦が脳内出血を起こし、救急車で緊急入院しよ

うとしましたが、８つの病院から受け入れを拒否され、２度目の要請でようやく受け入れられ

ましたが、その病院で男児を出産後、母親が亡くなるという痛ましい事故はだれしも記憶に新

しいところであります。その事故にそっくりの事例が９月末にも同じ東京都内で起こっていた
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そうでありますが、医療機関が集まる東京都内でこのような医療拒否がなぜ続くのか理解しが

たいところであります。 

 東京都内には、胎児の異常や切迫流産などリスクの高い妊婦に対応できる総合周産期母子医

療センターが多数ありながら、いずれも医師不足等を理由に受け入れを断ったようであります。

ニュースを聞いた女性は一様に不安ととまどいを感じたはずであります。 

 栃木県内では周産期医療センターに自治医大と獨協医大が指定を受け、常勤医数は自治医大

が１４名、獨協医大が２５名配置されているそうでありますが、受け入れ率は７１％でありま

すから、決して安心できるものとは言えません。 

 新聞報道によりますと、今回の東京の問題はほかのどこでいつ起きても不思議ではないとあ

りますから、産科と救急医療体制の整備は国を挙げて早急に取り組むべきであります。また、

一方、自治体としても市民のために地域医療の方策を真剣に考え、さらなる安全、安心の那須

烏山市を目指さなかったなら、市長はいかに定住促進を唱えても効果が上がらないものと存じ

ます。 

 福田知事は今回の知事選立候補にあたり、医療問題につきましては、次の４年間に救急医療

の専門医や看護師を乗せて急患のもとへ向かうドクターヘリを導入し、県境や山岳地帯などの

医療活動の体制整備を進めたいと発言しております。行政にとってやるべき理由を挙げれば、

道路問題、福祉、医療、教育といずれも大切であり、限りがありません。そのうち、どれか

１つを挙げるとするなら、人命に結びつく医療体制の確立ではないでしょうか。ほかは我慢が

できなくもないはずであります。 

 以上、申し上げましたが、大谷市長に次の２点をお伺いします。まず、１点目、本市の女性

が安心して子供を産める環境と救急医療体制づくりのために、市長はいかなる方策をお持ちで

しょうか。 

 ２点目、県は医学生への就学支援制度として予定の倍の１１人に対応することとして、医師

確保に努めております。ならば、本市の奨学金支給制度も見直し、大学生年額２０万円を支給

しているところ、医学生に対しては特別扱いとして、例えば倍額に増額して改定してはいかが

でしょうか。 

 以上の２点について市長のお考えをお伺いします。 

 次に、国民健康保険事業についてお伺いします。国民健康保険税の収納対策と無保険世帯の

対応につきましては連動するものでありますので、２つに分けて質問します。 

 まず１点目、国民健康保険税収納対策でありますが、公金等の徴収問題につきましては、平

成１８年９月定例会一般質問において、私が既に申し上げておりますことから、今回は手短に

質問申し上げます。県税担当職員が中心となった地方税徴収特別対策室発足以来、徴収実績が
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大幅に伸びたことが新聞報道されていましたから、国民健康保険税徴収率アップについても期

待を込めていたところであります。ところが、結果はそれに逆行しまして、平成１７年度徴収

率８３.３％であったものが、平成１８年度は１.１５％マイナスになり８２.１６％でありま

す。さらに、平成１９年度も０.８％落ち込み８１.３４％と年々下がってしまった上、不納欠

損金も合併後３年間で４,４００万円ほど徴収権を断念しております。 

 そこで、次の３点をお伺いします。徴収率が下がってしまったのはなぜか。その理由をお伺

いします。 

 ２点目、督促状の発送件数から見ますと、平成１８年度が８,６１２件、平成１９年度は６,

７１２件で対前年約２,０００件減ったにもかかわらず、徴収率はなぜ下がってしまったので

しょうか。 

 ３点目、市長は徴収率を引き上げる方策について、どのような指示をされておられるのでし

ょうか。以上、３点お伺いします。 

 次に無保険世帯の対応策についてお伺いいたします。国民健康保険税の滞納を１年以上続け

ているために、保険証を返還させられて無保険の状態に置かれている中学生以下の子供が全国

で３万２,９００人、そのうち本県内の子供は２,６５２人で、神奈川、千葉についで全国３番

目に多いとの新聞報道があったことは記憶に真新しいことであります。 

 その栃木県内３１市町の中でも、矢板市に次ぎ那須烏山市の無保険世帯率は国民健康保険税

滞納世帯の約半数を占める５０％に達しているそうであります。 

 市長ご存じのとおり、厚生労働省の通達では、国民健康保険税を１年以上滞納した国民健康

保険加入者から保険証を返還させて保険給付を差しとめ、かわりに国民健康保険加入者である

ことを示す資格証明書を発行するよう市町村に義務づけております。 

 この通達どおり、滞納１年で無保険扱いにしている自治体は、隣のさくら市のように滞納を

２年以上続けた世帯を対象に資格証明書を発行するなど自治体の対応が統一されておりません

ので、先月５日新聞報道された内容のとおり、本市の無保険世帯が県内第２位とは一概に言え

ないようであります。 

 そこで、厚生労働省では去る１０月３０日付で、子供の受診が必要になった場合、短期保険

証を交付するよう各自治体に要請したところであります。これを受けて県内自治体でも足利や

鹿沼、宇都宮などはいち早く短期保険者証の交付を始めております。また、以前から無保険の

子供に対し、岩舟町や日光市では特別扱いを実施し、正規の保険証を交付している自治体があ

ります。 

 本市が滞納者から保険証を引き上げる行為は当然と存じますが、それも個々の事情を聞き取

り、悪質滞納者のみ、市は恐れることなく毅然と対応すべきであります。そこで、配慮すべき
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ことは、無保険となる世帯の子供たちの救済措置であります。親は懲罰的に無保険としても、

納税に責任のとれない子供たちまで医療保険を受けにくくする行為はいかがなものかと存じま

す。 

 そこで次の１点、大谷市長のお考えをお聞きします。滞納により無保険となった世帯の高校

生までの子供に対し、特別扱いとして正規の保険証を交付することとしてはいかがでしょうか。

親が滞納したことにより子供にまで肩身の狭い思いをさせるべきではありません。このことに

より、子供たちは親に対する不信感を招くばかりか、しいては親子断絶の原因ともなりかねま

せん。大谷市長には特に教育、子育てに熱心でありますから、この際、滞納世帯の子供たちに

恩情を持って対処すべきではないでしょうか。以上、この１点をお伺いします。 

 ３項目目でありますが、消防団の再編についてお伺いいたします。本市消防団は本年４月、

組織を再編し、小堀団長のもと新たにスタートいたしましたが、それに伴いポンプ車等の装備

も台数を削減すべきではなかったかとの思いから、大谷市長にその考えがおありか否か質問を

いたします。 

 消防団が恒例により執行されています夏期点検と通常点検には、私は議会議員について以来、

毎回欠かさず出席させていただいているところであります。去る１１月９日に執行されました

通常点検でも、整然と並ぶ五百余名の団員には頼もしさを感じると同時に、みずからの地域は

みずからの手で守るとした強い郷土愛の精神には常に感謝しているところであります。また、

団員のほとんどがサラリーマンでありますから、一朝有事の際、団員としての活躍は奉仕の精

神なくて務まるものではないものと存じます。 

 さて、冒頭申し上げましたとおり、本市消防団の組織は再編したものの、ポンプ車等の装備

は削減されておりません。今回の点検の際も、消防車４１台ほか、指令車等２台が並ぶ光景に

は壮観さえ感じさせられました。それを見て考えるところ、常備消防に多額の費用を投入し配

備している現在、これほどの装備が真に必要不可欠な台数なのであろうか。行政改革の一環と

して、現有台数の一部を削減できないものかと疑問を抱いたところであります。 

 今年度の消防費予算を見ますと、総額５億８,４００万円ほどであります。そのうち広域消

防費負担金は４億７,４００万円、非常備消防費の団員報酬及びポンプ車等２台の購入費を加

えておよそ１億円、そのほか水防費５４０万円、以上のとおりでありますが、指摘したいとこ

ろはポンプ車購入費２,３００万円であります。 

 現在、市が所有する消防車両４１台の購入後の経過年数は平均１３.６年であります。買い

かえの目安はおよそ２０年としているところでありますから、現在の台数を維持するには毎年

今後多額の購入費用を必要といたします。 

 さらに問題とするところは、消防団員の職業であります。主力だった農業従事者や自営業者
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が減少し、サラリーマンが９４％を占めている現状からして、昼間の火災への対応が困難な状

態にあります。広域消防によりますと、火災現場に出動し、消防ポンプ車を安全に操業するに

は団員５名が必要とのことでありますが、消防ポンプ装備を持つ４１分団の平均団員数が１４.

７名、およそ１５名であり、そのほとんどがサラリーマンとあっては、火災が発生したときも

迅速な出動は困難であります。 

 一方、広域消防では常時待機し、火災をいち早く察知して現場に出動しますから、後から駆

けつける消防団員は後方支援に回ることが多く、消防ポンプ車から放水する消火活動は少ない

と聞いております。 

 非常備消防の整備状況について近隣町を調査したところ、那珂川町は団員数５６０名で消防

車は３０台です。さくら市は４２８名で消防車２４台、高根沢は２３２名でここは極端に少な

いんですがわずか１０台です。那須烏山市は団員数６１４名で消防車４１台であります。 

 以上のとおり、本市が保有する消防車台数が突出した感があります。もちろん消防団の規模

はその自治体の人口、面積、地形によりますから、一概に比較できるものではないことも承知

しております。また、団員数につきましては、震災や山火事など大量動員を必要とする大災害

では、地元の事情に詳しく対応動員ができる消防団員の存在は絶対に欠かせないものと認識し

ておりますから、団員の削減はすべきでないと考えております。 

 そこで、次の２点をお伺いします。現在の１６分団４１部のうち、４１部を順次統合するな

ど組織を再編し、ポンプ車を削減すべきと存じますが、市長にそのお考えがおありでしょうか。 

 ２点目、火災等災害が発生し、緊急の場合、サラリーマン団員が勤務中でも容易に出動でき

るよう、市長として関係する近隣企業に柔軟な対応を要請してはいかがでしょうか。それは社

長の許可なく社員は仕事を放り出して現場に駆けつけるわけにはいかないからであります。以

上、２点について答弁を求めます。 

 最後の４点目、農業政策について２点申し上げます。まず、農業委員定数削減について大谷

市長にその意思がおありか否かお伺いをいたします。市長ご存じのとおり、農業委員会の法的

根拠につきましては、農業委員会等に関する法律の定めによるところでありますが、その中で、

農業委員は選挙による委員と市町村長が選任する委員により構成されております。 

 まず、選挙による委員定数は、政令で定める基準に従い１０名から４０名までの間で条例で

定めるとされております。この基準から、本市では合併協議会の中で２０名として、選挙区を

旧烏山、旧南那須の２つに分けまして、それぞれ定員１０名とし、合併の後第１回目の選挙を

執行し現在に至っております。 

 次に、市長が選任する委員につきましては、農業協同組合、農業共済組合及び土地改良区が

それぞれ推薦した理事等１名、さらに議会が推薦した学術経験者４名を加えますと、選任によ
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る委員は７名になります。以上からして、本市農業委員総数は現在２７名であります。 

 さて、振り返って馬頭、小川を含めました４町合併を推進していた当時を思い起こしますと、

農業委員の定数は３７名で決定しておりました。しかしながら、４町合併で議員定数が２６名

にしたのに対し、農業委員３７名は多過ぎないかとした意見が聞かれたことも事実であります。

同様烏山、南那須の２町合併の際も、新市の議会議員定数２０名を超える農業委員定数２７名

は多過ぎないかとした意見が同様に議会内部からもありました。 

 合併後、農業委員も在任特例の任期満了に伴い、平成１８年５月第１回目の選挙が告示され

ましたが、無投票により当選が決定したわけであります。農業委員の任期は平成２１年５月

２１日までの３年間でありますから、余すところ半年であります。 

 私は、今回の質問を前に、近隣市町の那珂川町、さくら市、高根沢町、矢板市の委員定数に

ついて調査し、現状を伺ってまいりました。まず、那珂川町は南那須同様定数を２７名として

おりますが、議会議員定数を次の選挙から１８名から１５名に削減していますことから、農業

委員についても定数削減すべきとの意向があるようであります。 

 次に高根沢町は２２名であります。さらにさくら市は３０名でありますが、現在開発等によ

る農地転用件数が多いため、削減の話題は今のところない模様であります。 

 最後に矢板市でありますが、定数２１名あったところ、今年７月の改選期から６名削減し、

委員総数１５名であります。内訳は選挙による委員１１名、選任による委員は農協、共済、土

地改良区に各１名、議会議員推薦は４名だったところを１名として、農業委員総数を１５名と

したところであります。ちなみに、矢板市の議会議員定数は１６名でありますから、農業委員

定数はその数よりも１名少ない１５名であります。矢板市が大幅に削減した後、農業委員会の

運営に支障を来すことがなかったか、事務局長にお尋ねしたところ、現在、そのようなところ

は全く感じられないとのことであります。 

 市長ご存じのとおり、本市議会議員も現行２０名を次の改選時期から２名削減することで昨

日議決されたところであります。また、農業委員報酬は年額わずか２４万円でありますが、少

額だから削減の必要なしとした理論は成り立たないものと存じます。実情からして適正な人材

と人員を確保できれば、少数でも農業委員会としての機能は十分果たせるものと存じます。 

 以上からして、次の２点をお伺いいたします。まず、１点、農業委員会は農業生産力の発展

及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与することを目的としているところであ

ります。そこで大谷市長は、農業委員会に対し具体的にどのようなことを期待し、その期待す

ることについて農業委員会委員に対し要請したことがおありでしょうか。 

 ２点目、私は農業委員定数を削減すべきと存じますが、大谷市長にその考えがおありか否か。

以上、２点についてお伺いをいたします。 
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 次、農業士による本市農業振興策についてお伺いをいたします。今回、農業士に関する質問

申し上げるきっかけとなりましたのは、去る９月定例会で指摘された観光いちご園からいよい

よ女性農業士が撤退することになったことにあります。 

 この観光いちご園の経営について申し上げますと、平成１０年３月、南那須町女性農業士会

が管理組合を結成し、いちご園の管理運営にあたるとした強い意気込みのもとに開園したもの

であります。しかし、女性農業士はいずれも専業農家の主婦でありますから、共同経営の観光

いちご園に主力を注げるはずもなく、労働力はシルバー人材センター等に頼ることになったわ

けであります。 

 今にして思えば、当時の南那須町が女性の農業士に期待をかけ過ぎたことと、女性農業士自

身も将来を見すえることなく運営を引き受けたことにあったのかなと推察しているところであ

ります。 

 さて、質問の農業士の問題に移ります。県は、模範的な農業経営や地域農業の振興発展に尽

力されている農業者を農業士に認定されている制度につきましては、大谷市長ご存じのとおり

であります。農業士の認定制度は昭和６３年６月に始まりますから、発足以来２０年が経過し、

一方、女性農業士は平成１０年より加わりましたから、こちらは１０年が過ぎております。 

 その間、県全体で農業士が１５８名、女性農業士が１００名、名誉農業士が１３２名認定さ

れております。そのうち、那須烏山市におきまして県より認定された農業士は５名、女性農業

士４名、農業士として功績があり名誉農業士に認定された３名、計１２名の方が市内におきま

して、農業の振興発展のために尽力されているものと存じます。 

 農業士は県より認定を受ける名誉あるものでありますから、認定式には県公館で行われ、知

事が認定書をじかに渡すものであります。その後、南那須町では認定者への祝福と農業の振興

発展に活躍されることを期待し、盛大な祝賀会も開いております。 

 しかしながら、本市における農業士の活躍や実績がほとんど見られないのではないでしょう

か。それを裏づけるように、９月定例会に提案されました平成１９年度決算書及び行財政報告

書を見ても、農業士の活動実績が全く載っておりません。補助金等も本市独自に結成させた農

業士に対しわずか９,０００円、今年度予算に至っては１,０００円カットし８,０００円であ

ります。補助金額は実績に応じ交付されるものでありますが、これでは女性農業士の活躍を望

めるものではありませんし、女性農業士自身も市から期待されているとした実感がわかないの

ではないでしょうか。 

 視点を少し変えますが、燃料原油の値上がりが原因で米国が主導したエタノールの増産促進

により、トウモロコシの原価が上昇し、玉突き式に大豆、小麦、米の相場まで急騰したことか

ら、食糧の輸出を禁止、制限する国がふえつつあることは市長ご存じのとおりであります。日
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本国内の食糧自給率は現在カロリーベースで４０％でありますから、何らかの事情で海外から

の食糧供給がとまれば、輸入に頼る日本は深刻な食糧危機に陥ることは必定であります。 

 このことから、農水省では去る１０月を機に、食糧自給率を５０％まで引き上げる目標値を

掲げ、国民運動をスタートさせたところであります。このことはけさの新聞記事にも載ってお

りましたから、市長もお目を通されたかと存じます。そのような中、本市でも都市と農村の相

互理解と農業生産力を高める取り組み等の農業政策が必要と存じますが、その中核となって活

躍が期待できるのは農業士ではないでしょうか。 

 そこで、次の２点についてお伺いします。本市の農業振興発展には農業士及び女性農業士が

持つ農業経営能力や高度な知識、技術の活用が不可欠と存じますが、大谷市長には今後いかな

る方策を持って市の農業振興を図ろうとされているのでしょうか。 

 ２点目、農業士、女性農業士及び名誉農業士に活躍を期待するなら、市内に農業士会なる組

織をつくりまして、農業士としてさらなる自覚と誇りを持たせまして、本市農業の牽引役を負

っていただくことが必要と存じます。それには当然運営補助金等も必要であります。そこで、

大谷市長は農業士等に対し、いかなる期待を込めておられるのでしょうか。 

 大谷市長には、静岡大学農学部を卒業されておられるにもかかわらず、これまでに掲げられ

ました政策の中に、農業の振興策等具体的なところが余り見当たりませんので、この際ぜひお

聞かせをいただきたいと思います。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいまは１７番中山五男議員から、安心できる救急医療体制づく

りについて、国民健康保険事業について、消防団装備の再編について、そして農業政策につい

て、大きく４項目につきましてご質問いただきました。その順序に従いましてお答えを申し上

げます。 

 まず、安心できる救急医療体制づくりについてであります。まず１点目の本市の女性が安心

して子供を産める環境と救急医療体制づくりの方策についてであります。栃木県では栃木県周

産期医療システムに基づきまして、自治医大、獨協医大が総合周産期母子医療センターの指定

を受けております。設立当初は母体及び新生児搬送とも１００％受け入れ率でありましたけれ

ども、昨年は、他県からの搬送が大幅にふえたことや、経過に心配のある妊婦が初期の段階で

入院するケースがふえたことなどが影響いたしまして、７０％程度の受け入れ率に低下してい

るのが現状であります。 

 その中で、本市の母体搬送数は５人でありまして、幸いにも受け入れを断られた事例はござ
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いません。しかし、本県では、ここ２年以内に産科診療を休止、中止または縮小した病院が

１２施設ある一方で、新たに診療を開始した施設は６つにとどまるなど、産科医療施設の減少

が進行しております。このような状況の中で、市内に住む妊婦の方も、妊娠早期の段階で近隣

診療所などに分娩予約を申し出ないと困難だというような話も聞いております。 

 このようなことから、私も議員のご指摘のとおり、周産期医療体制の整備、充実は急務であ

ると考えておりまして、産科、小児科医師不足の解消、地域ごと、診療科ごと医師偏在の是正

の対応などについて、国、県に強く要請をしているところであります。 

 また、本市における平成１９年度妊産婦健診の受診状況を見てまいりますと、約２割が妊娠

後期に経過観察または要医療となっております。そのうち８割が貧血が主な原因となっており

まして、妊娠に伴う貧血などは胎児に影響するだけでなく、母体の健康を損なう場合がありま

すので、病気の早期発見、早期対応ができるよう、妊娠届け出時に健康状態の把握や妊産婦健

診費用にかかる公費負担を２回から５回にふやすなど、支援の充実を図ってまいったところで

ありますが、今後にありましてもさらなる支援拡大、拡充を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 またさらに、平成１９年度における３５歳以上の妊娠届け出件数は全体の１２％でありまし

て、近年高齢出産がふえる傾向にありますことから、妊娠中の健康管理について教育、相談機

会の充実が重要であると想定をいたしております。つきましては、来年度から妊婦一般健康診

査の回数をふやす方向で検討しておりますと同時に、妊娠中の喫煙は低体重児や早産にもつな

がりやすいことから、計画的な妊娠、出産など適切な保健指導についても、思春期段階から取

り組む方向で検討いたしております。 

 ２点目の市奨学資金制度の医学生を対象とした拡充についてであります。本市の奨学金制度

は能力があるにもかかわらず、経済的理由によりまして就学が困難な家庭を支援をすることを

目的に、平成２０年度に新たに給付制度として創設をさせていただきました。 

 しかしながら、今後の社会情勢、経済情勢の変化に対応しつつ、随時見直しも必要であると

考えておりますことから、ご意見の趣旨及び本制度の設置の趣旨等に配慮しつつ、奨学金選考

委員会等に諮りながら、今後検討してまいりたいと考えております。 

 国民健康保険事業についてお尋ねがありました。国民健康保険税の滞納者に対しましては、

市の市税滞納者と同様に各納期ごとに翌月の２０日に督促状を送付して納付を促しております

が、当年度新規の未納者の大部分の方につきましては、この段階で納付または納税相談をされ

ているのが現状であります。 

 特に国民健康保険税の滞納は翌年度の健康保険証に影響してまいりますので、再三の督促に

応じない滞納者に対しての訪問及び電話催告に際しましては、一括払いが無理な場合は生活に
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支障のない範囲での分割による継続納付等の助言をさせていただいているところであります。 

 収納対策についてでありますが、国民健康保険税の下がった理由につきましては、現年度分

の徴収率は上がっておりますが、滞納繰越額が増加をしたために、それに伴い滞納分の徴収率

が下がり、全体の徴収率を引き下げたものでございます。 

 ２点目の督促状の発送件数が減少したことと、徴収率との関係についてでございますが、現

年度分において全８期のうち、第１期、第２期分など早期の期別における督促等の効果がござ

いまして、後半の期別での督促状が減少したものと推定をいたしております。 

 ３点目の徴収率の向上対策についてでございますが、他の税目、使用料等も含めて重要な市

の財源でもあり、全庁的に連携の上取り組んでいるところでございます。また、いわゆる常習

の滞納者に対しましては、県の特別徴収対策班との協働催告を実施をしているところでござい

ます。なお、徴収率などについてのご質問の補足説明は担当課長よりさせたいと思いますので、

ご了承いただきたいと思います。 

 次に、無保険世帯いわゆる資格証明書の発行世帯の対応策についてお答えを申し上げます。

資格証明書の発行についてでありますが、資格証明書は事業の休廃止や病気など、保険税を納

付することができない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険税を滞納している

方について、納税相談の機会を確保するため交付をしているものでございます。これまでも機

械的な運用を行っているものではなく、特別の事情の有無の把握を適切に行った上で、短期被

保険者証の交付等を踏まえまして、最終的に資格証明書を発行しております。 

 資格証明書が発行されますと、医療機関において保険給付を受けることができますが、窓口

では一たん保険医療費を全額自己負担をしていただきまして、後日、一部負担金としてご本人

に負担していただく分を除いた保険者負担分、通常は７割相当分であります。これを市のほう

に請求をしていただき、その分を特別療養費として支給をするという仕組みであります。 

 本市においては、滞納世帯に対する資格証明書の発行割合が県内では高いという厚生労働省

の調査結果が新聞等でなされましたが、これは先ほど申し上げました手続を経て、あくまで納

税相談の機会を得ることを目的として行っておりますことをご理解いただきたいと思います。 

 なお、この調査以降の資格証明書の発行件数でございますが、１０月１日の国民健康保険証

の更新時点の滞納世帯５１７世帯、国民健康保険世帯の１０.１％のうち、資格証明書を発行

した世帯が２１１世帯、これは滞納世帯の４０.８％ございました。このうち１９世帯の

３９人が中学生以下、内訳は乳幼児８人、小学生１８人、中学生１３人の被保険者であります。

このような状況を踏まえ、市では児童福祉の観点から、これら１９世帯の世帯主あてに１１月

１０日付通知を行い、市役所担当窓口において納税相談をしていただきたい旨の通知を差し上

げた上で、義務教育以下の子供たちに対してということで、中学生以下の被保険者につきまし
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ては、一月単位の短期被保険者証の交付を行っております。ご理解をいただきたいと思います。 

 今後も税負担の公平性を基本にしながら、納税世帯の対応につきましては、個々の世帯の状

況から十分把握した上での納税相談の実施や資格証明書の発行を行ってまいりたいと考えてお

りますので、何とぞご理解のほどお願いを申し上げたいと思います。 

 消防団装備の再編についてお尋ねがございました。那須烏山市消防団は本年４月１日から支

団制を廃止をし、統一をされた消防団として始動しております。組織体制につきましては、本

部分団長会議において過去１年間をかけて協議をしていただきました素案をもとに、形だけの

統合でなくて真に一本化された体制づくりができる組織づくりを進め、団長１名、副団長２名、

本部部長６名以下１６分団４１部、条例定数人員６６０名とし、火災時の出動区分の見直しも

行いました。その結果、消防団活動は旧組織の事業を継承するのでなく、消防団員が活動しや

すい環境づくりと意思の統一を図った上で事業運営がなされております。 

 ご質問のポンプ車等の削減の件でございますが、現在、那須烏山市消防団はご指摘のとおり

消防車両は４３台配備をしておりまして、内訳は消防ポンプ自動車２２台、小型ポンプ積載車

１９台、人員輸送車１台、指令車１台であります。 

 消防団は地域における消防防災体制の根幹をつかさどる組織でありまして、地域と密接なる

連携の上に成り立っております。ご指摘のポンプ車などの装備の削減につきましては、地域の

意向も十分に尊重しながら、団員の確保等の組織のあり方なども含め慎重に進めていきたいと

考えております。 

 しかしながら、消防団員の減少やご指摘のとおりサラリーマン化による地域防災力の減退な

ど抱える問題は山積をいたしております。現在検討されております消防団ＯＢによる消防活動

の一部をご協力いただく支援団員制度の導入や今後の消防団のあり方についての指針とすべき

消防団再編整備計画の策定、これを団員、地域の意見を集約をして策定をしていきたいと考え

ております。ご理解を賜りたいと思います。 

 ご指摘をいただきましたように、消防団員のサラリーマン化が進み、緊急時に対応できない

ことが懸念されます。こうした状況を打開するためには、消防団に入団しやすく、活動しやす

い環境整備が求められ、事業所などの消防団活動に対する一層の理解と協力が必要になってま

いります。 

 国では消防団協力事業所表示制度を創設して、事業所などの協力を通じた地域防災体制の充

実を図ることを推進しております。県内においても既に６市町においてこの制度の運用を始め

ております。具体的には勤務時間中の消防団活動への便宜、消防団員を複数雇用しているなど、

消防団活動に積極的に協力している事業所に対しまして、消防団協力事業所表示証を交付する

ものであります。事業所に掲示したり事業所の印刷物やホームページに掲載することで、当該
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事業所の社会的貢献を広く社会にアピールしていただくとともに、消防団活動への理解を深め

ていただくものであります。 

 本市におきましては、消防団通常点検時に消防協力事業所へ感謝状を贈る活動を進めており

ますが、今後、この制度導入を進めてまいりたいと思います。 

 また、消防団員の中から緊急時の出動を事業所へ協力依頼要請してほしいとの意見も出され

ておりますので、消防団本部役員とも協議をし、事業所へ直接伺うなどいたしまして要請をし

てまいりたいと考えております。 

 最後の４項目目、農業政策についてであります。１点目の農業委員会定数の削減についてで

ございます。農業委員会は地方自治法第２０２条の２第４項の規定によりまして、自作農の創

設及び維持、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合、そしてその他農地に関する事務、こ

れらについて事務を執行する市町村に設置が義務づけられている行政委員会であります。農地

は個人所有の不動産（財産）でありながら、国民の大切な食糧を生産する公共的役割を持つ一

面がありますことから、農業委員会は主に農地の売買や農地の無秩序な開発の監視、抑止する

役目を担っております。 

 市長として農業委員会に何を期待するかとのご質問でございますが、各農業委員は、農業の

エキスパートでありまして、また、農業関係機関の代表として農業を熟知した方々であります。

市長部局にも農政課に３係を設置し、本市の農業の活性化及び振興を図るため鋭意努力してい

るところでございますが、職員もすべて農業のプロではございません、また地域の実情等を把

握することにも限界がございます。 

 冒頭申し上げましたとおり、農地は大切な国民の食糧を供給するという使命があり、私にも

本市農業を活性化させ、次世代に引き継がれる農業を展開しなければならないという使命感が

ございますので、農業委員会に対しまして、農地の権利移動、農地転用等に係る許認可のほか、

識見豊かな農業のプロとして、大所高所から市の農業各施策に対し、ご意見、ご指導を賜るこ

とを期待をいたしております。 

 なお、本年度におきましても、１２月１日付で平成２１年度那須烏山市農業施策並びに予算

に関する建議、要望書が市長あてに提出をされております。内容は、市単転作対策の拡充につ

いて、遊休農地対策について、市単農業金融制度の拡充について及び道の駅（農産物直売所）

建設促進及び地産地消の推進について、この４項目について貴重なご意見、ご提言もいただい

ております。 

 農業委員会の定数問題につきましては、既にご承知のとおりだと思いますが、合併をした那

須烏山市の今の構成には両町合併協議を経て現在に至った経緯があります。現在、ご存じのと

おり、多くの市町村は地方交付税等の削減により極めて厳しい財政状況にあり、職員定数の削
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減や事務の合理化等をメインに行革を本市としても進めておりますが、このような状況下の中

での質問と推察をいたしますが、農業委員の定数が何人をもって適正数とするかは非常に難し

い問題ととらえております。 

 一般的には、中山議員のご指摘もございましたが、農地面積、農業世帯数及び市町村の集落

構成の実情等により定数が設定をされているものと認識をいたしております。本市の農業委員

会定数問題につきましては、先般１１月に開催をされた農業委員会総会において、農業委員定

数等検討委員会なる組織が設置をされました。今後、来年２月上旬の結論を目途に検討される

ことで決議をされておりますので、先ほど申し上げましたとおり、農地面積、農業世帯数及び

各市町村の集落構成の実情、並びに類似団体等を参考に、農業委員みずから検討いただくのが

最善と考える次第でありまして、来年２月にまとめられる検討委員会の結論を見守りたいと考

えております。 

 ２点目の農業士による市の農業振興策についてでございますが、まず、本市におけます農業

士は平成２０年４月現在で１２名であります。その内訳は栃木県農業士が５名、栃木県女性農

業士が４名、栃木県名誉農業士が３名でありまして、本市はもとより県内においても模範的な

農業経営を実践し、農業振興の先駆者として、さらには全農家のシンボルとして日々ご活躍を

いただいているところであります。 

 もう既にご承知のとおり、農業士の任務でございますが、青年農業者や農業後継者等の育成

指導、国内外の近代農業の研究、地域農業の振興、豊かで生きがいのある農家生活の実践と普

及等であり、女性農業士においても、農村男女共同参画ビジョンの推進、農村女性組織等の育

成指導、農村地域の活性化の推進など多岐多様であります。 

 栃木県の農業振興に尽力するかたわら、本市におきましても認定農業者協議会、担い手育成

支援協議会、南那須地方明日の農業を拓く会、農村生活研究グループ協議会、ＪＡ女性会など、

数々の広域的農業団体組織の要職において、農業士及び女性農業士ともどもその指導力を最大

限発揮をいただいておりまして、本市農業の振興発展に尽力をされております。 

 市からの補助金はあくまで情報交換などの会議費の一部でございますが、その額イコール活

動指標ではなく、申し上げましたようにさまざまな活動の場でご活躍をいただいていることを

ご理解賜りたいと思います。農業士は、栃木県農業士会の組織の一員として、日ごろより農業

情勢の全般の動向を掌握し、多方面からの情報収集にも卓越した人材であります。 

 ご提案のとおり、仮称でありますが、市農業士等連絡協議会なる本市農業行政に密着した指

導機関の立ち上げも重要であると考えますと同時に、本市の基幹産業であります農業の今後の

振興策については、農業士はもとより認定農業者や地域農業リーダーを中心とした育成指導体

制を強化し、営農集団など担い手や集落営農組合の労働力の確保が非常に重要であると考えま
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す。私は、これらの貴重な人材をフルに活用し、その精通したノウハウをあらゆる場面で発揮

をしていただき、その助言、指導、行動力を今後の農業行政の推進に反映をしたいと考えてお

ります。 

 さらに、昨今の本市の農業情勢は就業者の高齢化、後継者不足、離農者の増加、遊休農地の

拡大など、非常に厳しい状況にございます。これらの状況を打破すべく、本市の農業振興策に

多大に尽力、寄与していただける優秀な農業士を育成し、ふやしてまいりたいと考えておりま

す。 

 農業者の振興策等の具体策が見当たらないとのご質問でございますが、ただいま申し上げま

した農業士及び女性農業士の方々のご活躍をはじめ、これからも諸施策を展開してまいりたい

と思います。今までの諸施策の例示をさせていただきますが、農地流動化奨励金交付事業、集

落営農推進事業、農業制度資金利子補給事業、農林水産特産物開発推進事業、農地・水・環境

保全推進事業等々が実績として挙げられると思います。 

 これからも、本市農業の発展に向けた独自の施策を推進、展開していきたいと思います。ご

理解をいただきまして、さらなるご指導、ご鞭撻を賜りたいと考えております。 

 以上、答弁を終わります。 

○議長（水上正治君）  税務課長高野 悟君。 

○税務課長（高野 悟君）  国民健康保険税の徴収率について若干説明させていただきます。

国民健康保険税の徴収率ですが、先ほど答弁の中にもありましたけれども、ここ３年間若干下

がっております。その中身ですが、現年度につきましては徴収率がアップしている。滞納繰越

分がふえてきておりますので、それらに伴ってどうしても徴収率が下がってきているというこ

とです。そんなことで全体的に引き下げているということで先ほど答弁申し上げましたけれど

も、その中身ですが、現年度分の徴収率ですが、平成１７年度９１.２％、平成１８年度が

９１.３％、平成１９年度９１.４％ということで上がっております。滞納繰越分については平

成１７年度３５.６％、平成１８年度３４％、平成１９年度３０.４％ということで、滞納繰越

分が累積等によりまして下がってきているということで、全体の徴収率を引き下げているとい

う結果になってしまったということであります。 

 ちなみに、県内の徴収率も参考に申し上げておきたいと思います。平成１８年度からの数字

しかありませんけれども、県内３１市町の平均、これは全体の部分ですが、全体で６９.９％

というのが県内の国民健康保険税の徴収率の平均です。当市におきましては８２.２％という

ことで非常に高い。県内の１４市の平均、平成１８年ですが６９％です。先ほど申し上げまし

たように、当市は８２.２％ということで１４市の中で一番徴収率が高いです。 

 それから、滞納についても申し上げたいと思いますが、滞納分、県内の平均が１９.５％と
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いう徴収率です。当市は３４％です。現年度分の徴収率もありますけれども、平均が１４市の

平均しか出ていないですけれども、８６.５％というのが１４市の平成１８年度の徴収率の平

均です。当市は９１.３％でございます。ちなみに平成１９年度になりますが、１４市の平均

６８.７％、那須烏山市は８１.３％ということで、県内の市の一番高い徴収率だということも

参考までに申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（水上正治君）  １７番中山五男君。 

○１７番（中山五男君）  ただいまの私の一般質問では、４項目の中で１１点にわたりまし

て市長からご答弁をいただくことができましたが、すべて漏れなく答弁をいただいたものと思

っております。 

 しかしながら、再度確かめたいところがございますので、ここから再質問に入らせていただ

きます。まず、安心できる救急医療体制づくりでありますが、私の質問では本市の女性が安心

して子供を産める環境と救急医療体制づくりの方策についてと、もう一つは本市の奨学資金制

度を見直して、医学生に対しては特別扱いをしてはいかがかというようなこの２点でありまし

た。 

 その中での市長答弁によりますと、まず、産科とか小児科、医師不足の解消などのために国、

県に強く要請しているところであるとの答弁でありました。また、妊産婦の健診に係る公的負

担も２回から５回にふやして支援拡大を図っているところとのことであります。 

 これは先日、我々議会議員に配付されました那須烏山市の保健予防事業、平成１９年度実績、

この中にも詳細に記載されておりますので、これも一応私も読ませてもらいました。ただ、こ

こでは、母子健康のために産前と産後については十分配慮されているなと思っております。し

かし、これだけで女性は安心して子供を産める環境が整っているということではないと思って

おります。 

 実はきょうの下野新聞にも載っておりましたが、札幌市内で救急搬送された母子が７つの病

院から受け入れを拒否された上に、子供のほうが死亡してしまったというような事例も報告さ

れているところであります。 

 私、広域行政事務組合の議員ではありませんので、過日広域の事務所に出向きまして、平成

１９年度の決算資料をお借りしてまいりました。その資料によりますと、救急車の出動件数、

これは烏山消防管内が６６９回、南那須消防管内が３４９回で合わせて１,０１３回出動して

いるわけです。そうしますと、本市管内から１日平均２.９回ですから３回救急車が患者を運

んだことになります。 

 これら急患の搬送体制は高規格救急車が各所に配備されておりますので、安心できるものと
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思っております。しかし、今、社会問題とされていますのは、患者の受け入れ先であります。

特に緊急性の高い妊婦を必ず受け入れてくれるという病院が不足しているわけでありますが、

その救急医療体制づくりのために市長はさらなる努力が必要ではないかと思っておりますので、

この点、先ほどの答弁以外に何かございましたら、１点お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  ご案内のとおり、今、消防業務も広域内で再編、検討のことも鋭意

慎重に考えている時期でございます。それも含めて、こういった時代の背景とともに、高規格

救急車を旧４町に配備も終わったところであります。あわせて救急救命士、これも順次ここ

３年間、採用してまいりまして、今は２６名、各４分署とも充実をした救急救命士が配備をさ

れました。今後もそういった充実拡大に向けてはさらに充実をしていきたいと考えます。 

 さらに、今ご指摘のありました受け皿の問題でありますが、当然今那須南病院も経営は窮地

に陥っていることはご承知のとおりでございます。しかし、公立病院、そしてこの那須南にお

かれている病院については、今、医師も２０名のところ１３名しかおりません。そのようなと

ころから、中核病院、そして２次救急としての位置づけは山積する課題の中でも最重要課題だ

と考えておりまして、この医師不足の解消をまず最大の目的といたしまして、今、医師確保に

取り組んでおります。そのようなところから、今後も国、県あるいはいろいろなご支援もいた

だきながら、医師確保に努めていきたいと考えております。 

 さらに、受け皿については今後広域的な本市内の開業医は１次救急ということをお願いをし

ておりますが、２次救急の那須南病院の充実もありますが、さらに３次救急、こういったとこ

ろの連携も必要でございます。県北で言えば、今新設が考えられております大田原の赤十字病

院、この病院も私は広域行政の大きな事務としてでき得る支援をして、早く建設をして整備を

させていただきたいなと考えております。そのようなことで、１次、２次、３次救急の医療が

スムーズにいくような体制が喫緊の課題だと考えておりますので、その辺のところもあわせて

ご報告したいと思います。 

○議長（水上正治君）  １７番中山五男君。 

○１７番（中山五男君）  救急対応病院の件なのでありますが、それに関しまして塩谷総合

病院の問題について１点ご質問を申し上げたいと思います。 

 ＪＡ栃木厚生連が塩谷総合病院の運営から撤退を明らかにしてから、間もなく１年になるこ

とは市長ご存じのとおりであります。病院の勤務医も３５人いたところ、現在は１２人まで減

少してしまったために、入院患者は別の病院に日に日に移っているそうであります。 

 問題発生以来、塩谷郡内の市町では、救急対応病院としてぜひ残してもらいたいとして、県

や宇都宮済生会病院に依頼をしておりますが、これは極めて難しいようであります。そこで
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１点お伺いしたいのは、塩谷総合病院は那須烏山市民も相当利用しておりますので、この病院

の存続問題は単に塩谷郡だけで済まされる問題ではないと思っております。 

 そこで、大谷市長はこの病院が存続するような働きかけなど協力されているのでしょうか。

この１点をお伺いします。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  先ほども申し上げましたように、１次救急、２次救急、３次救急の

円滑な対応というのは、今たらい回しではありませんが、その解消が喫緊の重要な課題だろう

と認識をいたしております。矢板市からの遠藤市長からの正式な要請はございませんが、患者

がお世話になっているということも十分承知をいたしております。遠藤市長とも連携協調しな

がら、お苦しみは十分理解できますので、市として私としてでき得る支援はしていきたいと考

えております。 

○議長（水上正治君）  １７番中山五男君。 

○１７番（中山五男君）  了解しました。ぜひ矢板市長に対しても応援体制をとっていただ

きたいと思っております。国民健康保険税を完納していながら満足な医療サービスが受けられ

ないとあっては、市長としての責任問題にもなるのではないかと思っておりますので、この辺

もぜひご配慮いただきたいと思っているところであります。 

 次に、国民健康保険税の徴収率の件なんですが、先ほどの課長答弁によりますと、国民健康

保険税の徴収率が下がった理由は、現年度分の徴収率は年々上がっているんだが、滞納繰越額

がふえたためとのことでありますが、現年度分の徴収率が上がれば滞納額が減るわけですから、

次の年度は徴収率も上がるのではないかと思って、少々意味がわかりません。 

 さらに、先ほど県の平均は６９.９％だと言っておりますが、徴収率が６９.９％と言いまし

たら、３０％も取れないことで、これでは徴収担当者が怠慢かそれとも国民健康保険税の税率

に問題があるのではないかとそう思っております。この点は時間も余りありませんので、この

程度にしたいと思っております。 

 次に、無保険世帯の対応についてお伺いをいたします。無保険世帯になった子供たち、高校

生までの子供には特別扱いとして正規の保険証を交付すべきではないかと市長に申し上げまし

た。先ほどの答弁によりますと、滞納世帯は５１７世帯あって、そのうち１９世帯の３９人が

中学生以下でありまして、その被保険者に対しては１カ月単位の短期保険者証の交付を行って

いる。また、資格証明書を発行している世帯の中で、別な資料を見ましたら８世帯で８人が年

齢からして高校生と思われる子供たちがいるというような状況であります。 

 ただいまのご答弁から、大谷市長の温情は全く感じられませんが、今の方針を変えるお考え

はないでしょうか。再度お伺いいたします。 
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○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  １１月１０日付で義務教育の子供さん方にはそのような対応をした

というのは既に説明をさせていただきましたが、今、高校生までをというご要請でございます

が、国民健康保険の問題につきましては、こういった資格証明書、これも国、県に準拠する形

で指導をいただきながらやっております。したがいまして、今後のそういった指導等もよく勘

案をしながら、内部で検討を加えてまいりたいと考えておりますので、ご意見としてお聞きし

たいと思います。 

○議長（水上正治君）  １７番中山五男君。 

○１７番（中山五男君）  この辺のところはなかなかかみあいませんので、この辺の問題は

これまでにしたいと思いますが、市長、ご存じのとおり、先ほどの高校生滞納の件なんですが、

平成１９年度の決算を見ますと２億２,４００万円、市の公金滞納額、これは水道料も含めま

すとおよそ１５億８,０００万円にのぼるわけであります。徴収できない理由を聞きますと、

決まって倒産とか行方不明など最悪の例を挙げますが、私はそればかりではないと考えており

ます。徴収担当職員は課長を含めましてプロであります。ボランティアではありませんので、

さらに一生懸命徴収にあたっていただきたいと思っております。 

 そこで市長、国民健康保険税の税率は現在、所得割プラス資産割プラス均等割プラス平等割

をあわせて全額を算出するわけなんですが、そのうち資産割と均等割と平等割、これは納税者

の所得に関係なくかかるわけですね。所得の少ない納税者にはこの部分が重荷になるわけであ

ります。このことから、資産割を除いた市町村があります。 

 例えば高根沢町は既にこの資産割を除いているようであります。自分が住んでいますと固定

資産税がかかりますから、この資産割が現在およそ介護や何かを含めますと約４０％相当分が

加算されますが、アパートに住んでいますと固定資産税がかかりませんので、その分がゼロで

あります。 

 本市におきましても、過日税務担当から聞きましたところ、３８％がこの資産割がかからな

いそうであります。でありますから、今後この資産税を引き下げるか、または高根沢町のよう

に全く除く。そうすべきではないかなと考えておりますが、市長、何かこの件についてお考え

がおありでしょうか。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  今、生活苦で悩んでいる市民が多いということでございますので、

ご意見等の趣旨は十分理解できます。そのような意見を踏まえて、今後国民健康保険税の見直

しが必ずやございます。ことし、国民健康保険税の値上げをさせていただきましたけれども、

そのような中で今、国が指導するのは応能応益を５対５にしなさいよというふうなことなので
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ございますが、私どもは今５５対４５だと思いました、応能応益の割合については事務方から

正式にご報告します。そのように近づきつつあるんですが、まだまだそういったところで均衡

がとれていないのも十分承知をいたしております。したがいまして、今後、この意見を踏まえ

て国民健康保険税の見直し時にそういったところも大いに検討していきたいと考えております。 

○議長（水上正治君）  １７番中山五男君。 

○１７番（中山五男君）  課長の答弁は後でお伺いします。あと１５分しかありません。 

 無保険世帯の子供たちの対応につきましてもう１件お聞きしたいと思います。去る１２月

１日の新聞でも報道されましたが、全国の自治体から抽出して調査した結果が下野新聞に載っ

ておりました。その対応には大きなばらつきがありまして、短期保険証を発行する市町村の中

でも、対象者を１８歳未満にするところや中学生まで、小学生まで、未就学児のみを発行の対

象にする自治体などまちまちであります。 

 そこで、厚生労働省は調査の後、市町村に対して申し出があった場合には短期保険証を発行

するよう通知したそうでありますから、これは本市にもその通知が届いているものと思ってお

ります。 

 格差社会が広がりを見せている中、払いたくても払えない家庭があるはずでありますが、先

ほど申しましたが、子供に責任はありません。１２月１日新聞記事から、私は実は初めて知っ

たわけですが、無保険の子供に対し、民主党など野党３党が共同ですべての１８歳未満の子供

に保険証を交付するとした改正案を今の国会に提出したそうであります。市長は改正案が国会

で成立する前に温情を持って１８歳未満の子供に対して保険証を交付していただきたいところ

でありますが、いかがでしょうか。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  そのような国政の状況も承知はいたしております。したがいまして、

そのようなところを踏まえて鋭意、今検討させていただく。このように考えております。 

○議長（水上正治君）  １７番中山五男君。 

○１７番（中山五男君）  それでは３点目の消防団装備の再編についてお伺いをいたします。 

 この私の質問では、現在の１６分団４１部を人事統合しまして、ポンプ車を削減すべきでは

ないか。それとサラリーマン団員が勤務中でも容易に出動できるよう、市長として近隣の企業

に対して要請すべきではないかというこの２点でありましたが、先ほどのご答弁ではポンプ車

の削減については地域の意向を尊重しながら慎重に進めたい。さらに消防団再編計画を今後策

定しまして、その中で消防団ＯＢによる支援団員制度の導入も考えている。また、消防協力事

業所へは感謝状を送るなどしているが、今後は事業所へ直接出向きまして団員が緊急時に出動

できるようにさらに要請をしたい。そのような答弁であったかと思います。 
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 今から１０年前の平成１０年１１月とことし１１月の１０年間に、消防ポンプ車が何台削減

されたか調査したところ、旧南那須では７台削減されております。団員は１０８名減っており

ます。旧烏山では１台削減で団員は３４名削減でありますから、この那須烏山市でこの１０年

間に８台で１４２名削減ということになっております。削減の原因は、団員の減少などによる

ものかとは思いますが、今後、分団と部の統合が必要でありまして、統合廃止になった部には

消防ポンプ車にかわって団員の輸送車を配備することとしてはいかがでしょうか。既に第１分

団第２部の屋敷町と元田町では団員輸送車のみになっております。こういうような方策も必要

ではないかと思っておりますので、この点、市長いかがでしょうか。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  確かにそのようなことも一部取り入れながら進めております。この

消防団の再編整備計画の中で、その辺も明確にされるものと考えておりますので、ご理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（水上正治君）  １７番中山五男君。 

○１７番（中山五男君）  了解いたしました。団員確保の件なんですが、先ほどの答弁によ

りますと、ＯＢの方をこれから団員として支援団員制度等をつくって募集したいということで

ありますが、これは高根沢町ではもう既にそういった組織をつくっております。それで、団員

の条件としては町内在住者に限る。いつでも動員できるような方で組織をしているそうです。

那珂川町では今、消防団の再編計画中でありますが、団員確保策としてはやはり高根沢町同様、

消防支援隊を考えているようでありますから、ぜひこの件も消防団の幹部の皆さんと協議をい

たしまして、早急に対応されるよう希望するところであります。 

 もう１件、この件でお伺いしますが、消防団装備は先ほど申しましたとおり、人口とか地域

面積、地形等により必要規模が決まるものと思っておりますが、それにまして財政状況による

ところが重要ではないかと思っております。備えあれば憂いなしとは言いますが、本市の財政

規模からして、市長は消防団装備を何台ぐらいが適当と考えておられるのか、もしお考えでし

たら、この点１点、お伺いいたします。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  まず、前段の消防団のＯＢによる支援団制度については、ある程度

具現化してまいりましたので、この課題は出動手当とか、不慮の事故に遭った場合の保険適用

でございますので、そういった制度も今検討させていただいておりまして、でき得れば来年度

当初予算に明確にあらわしていきたいという考え方で今進めております。 

 どのくらいが適数かというのは、私もこの消防団の再編の計画を見すえながら最終的には判

断をすることになると思いますので、今のお答えについては検討中だというふうなことでご理
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解いただきたいと思います。 

○議長（水上正治君）  １７番中山五男君。 

○１７番（中山五男君）  この間の１１月の通常点検の状況を見ても、例えば旧南那須です

と三箇は三箇の上と三箇の下、ここに２台あるわけなんですね。こういうところも削減できる

のではないか。あと８分団も南大和久と藤田、別々にありますが、これらも決して団員が多く

ありません。例えばこういう部分も統合できなくもないのではないかと思っているところであ

ります。消防団につきましては以上であります。 

 また、広域消防の状況、これは市長が組合長でありますから十分承知でありますが、烏山管

内には消防本部が置かれているということもありまして、消防ポンプ車が１台、水槽つきが烏

山と南那須に各１台、化学消防車が１台、それに救助工作車、これが昨年購入がえをしたそう

ですが、約１億円もしたそうですね。以上の装備がありまして、２４時間いかなるときでも出

動できるような体制が整っておりますので、これらも考慮にしながらぜひ消防団装備の削減に

はさらなるご努力をいただきたいと思っているところであります。 

 次、農業政策について２点ほど質問いたしました。まず、一番肝心なところは、農業委員定

数削減についてでありますが、このことにつきましては先ほどの市長答弁によりますと、

１１月に開催された農業委員会総会において、農業委員定数等検討委員会が設置されまして、

来年２月上旬を目途に結論を出されるそうでありますから、私自身もこの問題は深く申し上げ

ません。やはり農業委員みずから検討していただくことが最善と考えております。 

 ただ、私、いろいろと研究した中から１点だけ申し上げます。何度も申し上げますが、農業

委員の定数というのは農家戸数及び農地面積等を勘案して決定すべきものと存じます。そこで、

農業委員会の事務局長からいただいた資料から分析しますと、まず、これは市長も持っている

と思いますが、本市の農業委員１人当たり担当する農家戸数は７９戸で、農地面積は１１３で

す。県平均は１００戸担当しているんですね。面積は１４５です。県平均からしますと多いで

すね。２１名ですので、南那須の農業委員は県平均からして６名多いことになります。 

 また、矢板市の基準にしますと１９名で済みまして、８名多いということになります。大田

原市は２９名もいるんですが、農家戸数も多い、農地面積も多いわけですが、大田原市と比較

すると那須烏山市の農業委員は１０名で済むわけです。ですから、１７名も多いということに

なります。さくら市は少々多いんですが、３０名いるんですが、それでもさくら市を基準にす

れば那須烏山市は２４名で済みます。ですから、それでも３名多いというような状況になって

おります。 

 この農業委員会に関する一般質問というのは、農業委員会会長あてに質問することも可能で

あります。しかしながら、今回は大谷市長の所信のほどを伺ったわけでございます。農業委員
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の皆さんには農業者の代表として誇りと使命感を持ちまして、さらなるご努力をいただきたい

と思っているところであります。 

 最後に農業士の問題でありますが、ご答弁によりますと、本市の農業士等はその指導力を最

大限に発揮しまして、本市農業振興、発展のために尽力されているということであります。さ

らに、私が先ほど提案申し上げました農業士会なるものの立ち上げについても考えているとの

ことであります。また、大変失礼でありましたが、大谷市長からも農業振興策についてもお聞

かせをいただきました。これについてはほんとうにありがとうございました。 

 それで、私、先日、農業士の活動状況につきまして県の出先機関、農業振興公社に行って伺

ってまいりました。県のほうではどのような農業士の活動がされているのか。それと、近隣市

町村でも農務担当職員、課長から伺ってまいりましたが、ところが、残念なことに、特筆すべ

き活動はいずれの市町村でもありませんでした。ただ１つ、さくら市におきましては、昨年

１１月、農業士と消費者が新鮮な食材を使って手料理を食べながら、消費者と生産者との間で

意見交換をするなどの交流を図ったそうであります。私はそのときの下野新聞の記事も保管し

ております。 

 県が認定する農業士とか女性農業士、いずれも模範的な農業経営者でありますから、本市農

業振興発展のためには、指導者としてさらなる期待をしているところであります。そのような

中、これからも那須烏山市農業発展の中心的な役割を果たされますようご期待を申し上げまし

て、以上、質問を終わります。 

○議長（水上正治君）  ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時３０分 

 

再開 午前１１時４１分 

○議長（水上正治君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 通告に基づき１９番滝田志孝君の発言を許します。 

 １９番滝田志孝君。 

〔１９番 滝田志孝君 登壇〕 

○１９番（滝田志孝君）  ただいま議長より発言の許可がありましたので、一般質問させて

いただきます。 

 まず最初に、栃木県知事選挙についてお伺いいたします。１１月１６日に執行されました栃

木県知事選挙の投票率及び得票について、どう考えているのかをお伺いするものであります。

まず、投票率ですが３２.２８％、知事選投票率、全国で最低。山口の３７％に対しまして

５ポイントも下回るという２００８年の全国知事選の投票率ですが、まず市長はこの投票率を
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どう思っているのか伺うものであります。 

 また、福田富一氏の得票数４２万６,３３６票、得票率８３.６３％、これについてどう思う

かお伺いするものであります。あわせて、那須烏山市の投票率３９.７９％、得票数８,

６５２票について感想をお伺いいたします。 

 また、無効投票数が１万１,９７７票で戦後３番目に多かった。無効投票１位、２位は戦後

間もなく行われました昭和４７年、昭和５１年の知事選挙についてであります。また、白票も

多かった。これについてはどのような感想をお持ちか。まずお伺いするものであります。 

 続きまして、庁内会議についてでありますが、よく下野新聞に市長の行動が出ているわけで

ありますが、市長の予定欄に那須烏山市長、よく庁内会議とこういう形で出ているんですが、

どのような内容の話を職員に対してしているのか。また、市長が指示している内容が職員の

方々に徹底されているのかどうか。ちょっと疑問を感じるところがありますので、そこら辺の

ところをお伺いするものであります。 

 また、場合によると、新聞に出ている報道と市長の報道がちょっと伴っていなかったり、時

間が違ってみたり、そういうものがあるような気がするんですが、どういう形で発表している

のか。いつごろこういうものを発表しているのかをお伺いするものであります。 

 続きまして、自主財源の確保についてでありますが、自主財源の確保は今後本市の行財政改

革の中で重要課題として位置づけられるため、これまでの私の一般質問の中で市長に対し幾つ

かの提案をさせていただいておりますが、現在の状況について、どういうものをどういう形で

行っているのかお伺いするとともに、自主財源の確保のために新たな方策等を考えているのか

どうか。そういうものをお伺いするものであります。 

 続きまして、今後の消防団についてお伺いをいたします。ちょっと先ほどの質問と重複する

部分があるときはお許しを願いたいと思っております。消防団員は年々減少し、団員の確保が

困難な状況になっているが、今後どのような対策を考えているのか。まず１点。 

 ２点目が消防団員の制服を今回廃止をしたようでありますが、その理由。なぜ廃止をしたの

か、それをお伺いいたします。 

 そして３番目に前回、私が質問したときに出動手当について、今、那須烏山市は７００円で

ありますが、これも那珂川町も８００円に値上げした。きっと県下でも一番安いと思うんです

が、それについても今後、前回もそういう一部値上げをという話があったようでありますが、

そういう答弁をいただいような気がするんですね。現在、その進捗状況はどうなっているのか。

まずお伺いするものであります。 

 そして５番目に、新たな公共施設について、現在、本市においては市といたしましても講演

会や大きな会議を行う施設がない状況であります。今後どのように考えているのかをお伺いす
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るものであります。まず、市議会議員の集まり、回り番でやっておりましても、約４００人か

らいるという中で、那須烏山市が当番だと言いながらも集まる場所がない。こういう状態であ

ります。先ごろは商工会の女性部もそういう場所がなくて烏山城をお借りしてやったという中

で、このままでほんとにいいのかどうか。その点についてもお伺いをするものであります。 

 これにて１回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいまは１９番滝田志孝議員から、栃木県知事選挙について、庁

内会議について、自主財源の確保について、今後の消防団について、そして新たな公共施設に

ついて、大きく５項目にわたりまして質問をいただきました。その順序に従いましてお答えを

申し上げます。 

 まず、栃木県知事選挙についてでございます。民主主義の基盤でございます選挙が公明かつ

適正に行われるために、県民一人一人が政治あるいは選挙に関心を持ちながら主権者としての

自覚を持って必ず投票するという意識を高めることが不可欠であると認識をいたしております。 

 近年、各種の選挙においても投票率の低下が見られますが、特に２０代、３０代の若年層に

おいてその傾向が顕著であるようであります。今回の投票結果につきましても、県全体の投票

動向の詳細な分析が行われるものと思いますが、時代の担い手であります若い有権者には１票

の重さをぜひ認識をしていただきたいと考えております。 

 今回の選挙でございますが、知事選挙ということでございまして、私たち県民にとっても今

後の県政を決定し、将来の栃木県の姿を描く上で極めて重要な意義を有する選挙であると考え

ておりましたが、投票率は県全体で過去ワースト２位の３２.２８％、議員ご指摘のとおりで

ございます。このようにとどまる結果となりました。栃木県内全３１市町で、前回の投票率を

大きく下回る状況の中、本市においては３９.７９％と茂木町、宇都宮市に次いで第３位の投

票率でありましたけれども、前回の投票率と比較をいたしますと約１７％も低い結果となって

しまったわけであります。 

 投票率の向上のためには、有権者の方々への常日ごろの啓発活動が重要であると考えており

ます。今回の選挙に際しましても選挙管理委員会においては、街頭の啓発活動あるいは啓発チ

ラシ、新聞折り込みなどによって市民への投票への参加を呼びかけたとの報告を受けておりま

す。今後の選挙におきましても、すべての有権者の皆様には選挙の原点に立ち返り、候補者の

主義、主張を見極め、主権者としての自覚を持って積極的に投票に参加されるよう希望したい

と考えております。 

 次に、庁内会議についてであります。庁内におきましてさまざまな会議が日常的に行われて
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おります。特に、議題のない会議といたしまして、毎週月曜日午前８時３０分から約３０分以

内でございますが、市長以下幹事課長等による庁内連絡会議を開いております。内容はさまざ

までございます。各課の週末の行事の報告、その週の行事予定の確認、私からの伝達、指示事

項、このようなことが主な内容でございます。会議の内容等についてはその都度メールにより

各課に伝達をいたしております。 

 また、毎日８時４５分、庁内会議と称しまして、特に決まった議題はない会議でございます

が、これはおおむね１５分以内を考えておりますが、市長、副市長、総合政策課長、総務課長、

これらで主にその日の日程等を確認をし、毎月月末には定例記者会見を開いております。この

定例記者会見においては、市長の翌月の行事予定を発表しておりますが、これらの会議が特に

市長の行事予定のない日の市長の予定として新聞に掲載されているものと存じております。 

 市長からの指示事項の徹底でございますが、先ほどの庁内連絡会議などで連絡をしたり、報

告をしたり、このようなことをやっておりますが、毎月の全部の課長が集まる参事課長会議等

で周知を図ってもおります。５月から今年度からでございますが、奇数月は南那須庁舎、偶数

月は烏山庁舎、これらを全職員を対象にいたしまして毎月１日を原則といたしまして、８時

３０分から全体朝礼を行っておりまして、私の所信を伝達をして、意思疎通を図る目的で行っ

ております。 

 これでも万全とは言えませんが、もし職員に指示が徹底をされていないようなところをお感

じになりましたなら、議員からもご指摘をいただきまして今後さらに改善を進めてまいる。こ

のような所存でございます。 

 自主財源の確保でございますが、本市の自主財源比率、平成１８年度３３.３％でございま

した。平成１９年度は３７.０％に伸びておりますが、この要因は税源移譲等により増加にな

ったものが主でございます。市税等の税収確保は一層重要でございまして、そのため市税等の

徴収につきましては、嘱託職員の配置や係長以上による特別徴収班による臨戸徴収、県税との

協働で実施をする地方税徴収特別対策を行っております。また、昨年度は東京都の旧学生寮跡

地の売却により３億５,２００万円の収入を得るなど、それなりに実績を上げてきたところで

ございます。 

 今年度は従来の取り組みに加え、新たな自主財源確保対策に取り組んでおります。滝田議員

からも過日の一般質問等でもご提案のありました市観光物等を利用した企業等公告収入の確保

につきましては、本年１１月より広報なすからすやまお知らせ版、ホームページにおいて有料

公告を始めたところでございまして、実績といたしまして６件の申請がございまして、３万円

の収入を得ているところであります。今後は、封筒への有料公告や施設の命名権など市有財産

等を有効に活用して、収入の確保を図ってまいりたいと考えております。 
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 コンビニ収納についてもご提案をいただいておりますが、まず、水道料金について平成

２１年度から実施することで、今回の水道事業会計補正予算において計上させていただきまし

た。なお、引き続き水道料金以外の市税等につきましても、調査研究をしてまいりたいと考え

ております。 

 また、ふるさと納税制度の創設に伴いまして、本市におきましてもふるさと応援基金を設置

いたしました。現在、５名の方々から計４４万円の寄附がございます。今後もあらゆる機会を

とらえましてふるさと納税の積極的なＰＲ等を進めるとともに、交流人口の増加につなげてま

いりたいと考えております。さらに、現在検討を進めております主要公共施設の跡地利用の基

本方針を受けながら、未利用地財産の売却による財源確保にも努めてまいりたいと考えており

ます。 

 また、議員提案のございましたＰＦＩ導入につきましても、ＰＦＩ手法による市営住宅整備

構想についても研究を続けておりますので、今後も先進事例等を踏まえながら、積極的な財源

確保対策に取り組んでまいる所存でございます。引き続きご指導、ご提言を賜りますようにお

願いを申し上げたいと思います。 

 今後の消防団についてのお尋ねがございました。まず、１点目の消防団員の確保についてで

ございますが、消防団員数は現在の実団員は６１４名であります。今年度は消防団の組織再編

を行いましたが、昨年の同時期から３２名減少しており、減少に歯どめがかからない状況とな

っております。 

 また、サラリーマン団員の割合の増加によりまして、昼間の火災や災害時に出動できない団

員の割合が増加いたしまして、消防車の即出動が困難な面も出てきているような状況になって

おります。このような状況にありましては、現在の組織体制を活性化させて、改善することも

重要な課題ではございますが、主に昼間の火災や災害に即出動できるように、消防団ＯＢなど

の力を借りて、初期消火活動が展開できるように支援団員制度の創設を検討いたしております。

現在、消防団内部で詳細な検討を行っており、平成２１年度から実施できるように鋭意努力を

いたしております。 

 次に、制服を廃止した理由についてでございますが、今年度消防団の組織再編に伴いまして

出動区分の見直し、各支団ごとに実施をしていた事業を統一するなど見直しを実施してまいり

ました。その一環として、消防団の制服についても本部分団長会議の中で検討してまいりまし

た。団員は制服を着る機会が内点検と通常点検の２回しかなく必要がないとの意見が多く、ま

た、隣町の高根沢町では既に制服を廃止をしている事例もございまして、通常点検における制

服を廃止をした経緯がございます。今後、制服については副分団長以上は公式行事などへの出

席に必要なときもございますので、引き続き支給することといたしておりますが、部長以下に



平成20年第７回定例会 第２日 

－104－ 

ついては廃止をすることとさせていただいております。これに伴いまして、団員の被服につい

ても検討を重ねております。消防団活動に必要な防火、防寒服の整備、これらを積極的に進め

てまいりたいと考えています。 

 最後に、出動手当でございますが、消防団の出動手当は那須烏山市非常勤特別職員の報酬及

び費用弁償に関する条例の規定により、消防団長その他団員が火災、火災予防、水防、水難救

助、その他の災害並びに点検及び訓練に出動したときは、その出動について１回７００円を支

給することになっております。これまで火災時の出動につきましては増額をしてほしいとの要

望が消防団員の中からも出されておりますが、火災出動時の放水の有無による取り扱いや水防

活動時についても、同様に増額するかもあわせて検討していかなければなりませんので、今後、

他の非常勤特別職の報酬とあわせて検討していくことといたしております。ぜひご理解を賜り

たいと思います。 

 新たな公共施設についてご質問がございました。滝田議員のご指摘の提案も十分理解できる

ところでございます。しかしながら、現在の栃木県の財政状況は財政調整基金が底をついてい

ることや、職員人件費の削減も視野に入れるなど、大変厳しいものがあることはごらんのとお

りでございます。ということから、県有文化施設等の整備が実現される可能性は大変厳しいと

感じておりますが、そういったところもあわせまして現在の市の総合計画、ひかり輝くまちづ

くりプランにおいては、前期基本計画であります平成２４年度にかけて調査研究、検討を進め

ておりまして、平成２０年度から後期基本計画の中で整備を推進していく予定となっておりま

す。 

 しかしながら、この合併特例債の有効期間は平成２６年度となっておりますことなどを勘案

いたしますと、余り時間的な余裕はないものと認識しておりますことから、総合計画、実施計

画の見直し作業の中で、平成２１年度より整備構想等の検討にとりかかるよう指示をいたした

ところでございます。厳しい財政状況にあるとはいえ、ご指摘の当該施設については市民の皆

様などから多くの要望も出ておりますことから、現在進めております主要公共施設の跡地利用

の推進や、都市再生整備施策などとも連携を図りながら、遅くとも平成２５年度までには整備

に着手していきたいと考えております。 

 以上、答弁を終わります。 

○議長（水上正治君）  ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ０時０２分 

 

再開 午後 ０時５８分 

○議長（水上正治君）  休憩前に引き続き再開いたします。 
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 １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  午前中に引き続きまして質問させていただきます。 

 知事選については余り質問するとおしかりを受けるようですので、１つだけ話をしておきた

いと思っているんですが、やはり選挙ですから、本来であれば過半数、５０％以上で、もう一

つ言えば信任投票としても５１％の得票を得ないとどうも信任されたという感じがしないのか

なと思うんですが、そこら辺のところは先ほど市長からもお話がありましたように、投票の啓

蒙活動をいろいろやっている中でも、今回は低投票率だったということでありますので、でき

ればそのような形で、きょうは本当は選挙管理委員会の委員長がいれば、その意気込みを聞き

たいと思っていたんですが、きょうはいませんのでそれは割愛させていただきます。ぜひとも

そのような形で今後とも投票率アップに頑張っていただきたいと希望いたします。 

 次に、庁内会議についてお伺いいたします。庁内会議、私も毎日新聞を見ていまして、きょ

うは市長はどこに行っているのかな、どういう行動をしているのかなというのを見ているんで

すが、時々違ってみたり、また８時半から、先ほど答弁にもありましたように、毎週月曜日に

やっているんですよ。そのほかにもあいている日はどうも会議、会議と入っているようなんで

すが、実際はそうなると会議をやっていない日もあるのかなという気がしているんですね。 

 そういう中で、具体的にはどういう会議をやっているのかというのも、市長もそのときその

ときのケース・バイ・ケースでいろいろな会議をやっていると思うんですが、市長も一生懸命

やっている中で気にさわったら、また失礼な発言があったらお許しを願うほかないんですが、

市長が思って話をしていることが職員の方々がきちんと理解をしているかどうか。そこら辺の

確認ですね。どうも理解していないようなところがあるのかな。そういう中で市長はよかれと

思って発表したり、こういうものを議会にも提案したり、しかし、それが徹底されていないよ

うな気がするんですが、そこら辺のところの自覚はいかがなものでしょうか。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  いろいろと庁内会議等についてはもう一度確認をさせていただきま

すが、毎日庁内連絡会議というのは１５分程度を目途に行っております。そのような中で、な

ぜかということなんですが、やはり今、議員からご指摘がありましたように、指示、徹底がな

されていないという議会の意見もございました。また、さらに市民の皆さんからもそのような

声も一部聞こえたということもございまして、さらに今年度からは全体朝礼を月１日を原則と

してこれも１５分ぐらいの時間をもらいまして、朝一番で行っているということでございまし

て、そういった庁内間の報告、連絡、相談、これをさらに密にして、この指示なり私の訓示的

なところを徹底をするために、そのような会議を設けたということでございますので、このこ

とだけは確認をさせていただきたいと思います。 
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 そういった意味で、私どもは行祭事等に市長の行動として毎日あるわけでございますが、そ

の代表的なところが新聞に取り上げられているようでございますが、この選択はあくまでも下

野新聞側にありますので、そのようなところもひとつご理解をいただきたいと思っています。 

 また、そのような思いなり指示なり所感なりが形骸化しているということを意見として真摯

に受けとめております。今後そのようなことでさらに円満に円滑に職員まで届きますよう努力

をしていきたいと思っております。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  質問の中で私事の話をしては大変失礼なんですが、私も自分が言

っていることは自分でわかっているわけです。ですから、今はそういう話は会社の中でも部外

者になったものですから余りしないんですが、前は随分話をしたんですね。帰ってくると、や

ったのかと言うとやっていないんですね。何をやっていたんだという話をすると、私の言った

ことが半分も話がわかっていなかった、残念なことにそういうのが多かったんですね。３割わ

かればよかった。入って１年ぐらいたって、何となく私が言っていることが少しわかってきた。

２年たってやっと５０％、とうとうそれ以上は何となくうちの社員はわかってくれなかったで

すね。 

 要は、本人はわかって話しているつもりなんですが、説明不足というか、そういうのはまず

かったのかなという反省を今しているんですが、そういう中で自分がわかっていることは人も

わかっていると思って話をすることが多いんですね。ぜひとも全体会議はそれはそれなりに必

要だと思いますし、それなりの皆さんに周知徹底をすることも大事なことですね。 

 それともう一つは、今回みたいに野上小学校とか議会に出てくる問題、そういうのはやはり

担当課は担当課をきちっと集めて、その中で課長にはもちろんきちんと話していると思うんで

すが、その課長が下まできちっと届いているかどうか。ちょっと言い方は悪いんですが、課長

に話したら下のものを呼んでどういう話を聞いていると、そこまで確認を一度抜き打ちでも結

構なんですが、やっておかないと、自分の意思がそれなりにきちっとしたものが届いているか

どうか確認をする必要があるのかなと思うんですね。別に職員を疑う話ではないんですが、そ

れが１つの指示、徹底をする内容の部分かなと思うんですが、そういう考え方はいかがなもの

でしょうか。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  今のご意見等については真摯に受けとめさせていただきます。その

ように同感とするところも多いということでございます。ひとつご理解いただきたいと思いま

すが、さらに今年度いろいろと野上小学校を初め議会にはご迷惑をおかけいたしておりますが、

そういうことがないように新たな組織といたしまして、総合政策課を設置いたしました。中に
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も政策秘書的な仕事をする係も充実をさせたつもりでおります。そのようなことで、全庁的に

円滑にこういった事業等が進められるような策でございますので、調整機能のリーダー役にな

る総合政策課を設置をしたわけでございますので、そういったところも含めて今、そういった

ところで邁進中である。このようにお考えをいただきたいと思います。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  市長にもう一つつけ加えて話をさせてもらいますと、一般の方々

当然市長を初め我々も選挙があるわけですから、そういう中で指示してくれた人が市長さん、

これやってくださいよ、わかりました。こういう話をする。それは一般の人はわかったという

ことはやってくれるという勘違いをしている方も大勢いるわけです。 

 話がわかったのか、やってやるということがわかったのか、そこら辺があいまいな部分があ

ったりしまして、ちょっと舌足らずのところが一生懸命やっている中で、頑張っている中で、

そこら辺は損をしているのかなと思っているんですね。なぜならば、話はわかったけれどもで

きれば担当課から上げてもらいたい。上げてもらった中で担当課と審査をして相談をして、ま

たそれを決めるよというふうな一言を加えてもらうと、市民の方々は市長に言ったからやって

くれると言ったから大丈夫だと、話がわかったら大丈夫だという話になってきますと、なかな

か市長も忙しくてちょっと忘れてみたり、ちょっと後手に回ったりすることがありますので、

あと１１月まで１年を切っているわけですから、そこら辺のところをやはり徹底してもらって

慎重にやってもらったほうがいいのかなと思うものですから、ぜひともその辺の考え方もお聞

かせ願いたいと思っております。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  私も土日も市民の皆さん方の行祭事等にでき得る限り参加をさせて

いただいております。そのようなところから、当然現地に赴くと、そのような地域の皆さん方

の要望等は毎日でも受けることがございます。しかし、そのことについて私独断で云々という

ことは今のところ判断をしておりませんで、必ず持ち帰りまして翌日については各担当課のほ

うに振っているというのが現実でございます。 

 そのようなことで、あるいはそういったインフラにかかわることはとにかく現地調査をさせ

ている。そういったスタンスを取り続けているんですが、さらにそういったご不満な点がある

ようでございますので、さらに真摯に受けとめて対応させていただくようにしていきたいと思

います。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  ぜひともそのような形で、せっかく頑張ってやっているわけです

から、いい形でやっていただきたい。そうしないと、なかなか次が厳しくなってしまうのかな
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と思っての話であります。 

 次に消防団についてなんですが、消防団、先ほど話がありまして、人数も今は定数に達して

いない。そういう中で、消防団の支援団体を来年からつくるというような形をとっているとい

う話が出たようでありますが、来年の４月以降、そういう形がとれるのかどうか。それは消防

団を退団した方々を中心に考えているのか。または、一般の方々でも年には関係なく希望すれ

ばそういう方も入れるのか。 

 もう一つは婦人消防隊、随分昔から話があるようですが、なかなか進行していないようです

が、そこら辺も含めて考えているのか。その点をお伺いいたします。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  先ほども申し上げましたとおり、消防団のＯＢ、いわゆる消防消火

のノウハウのある消防団のＯＢの力を借りて、初期消火活動が展開できるように支援団創設を

今考えております。今、鋭意検討中でございまして、平成２１年度の導入を目途に今検討して

おります。 

 また、婦人消防隊の創設も私としては期待をしているんですが、このこともあわせて今検討

させていただいているというようなことであります。これは平成２１年度に創設できるかどう

かはまだ不明確でございます。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  そうしますと、消防団のＯＢということで、消防団に加入してい

なかった方々は支援団体としては今のところ考えていないという考え方でよろしいんですか。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  やはり消防は危険が伴いますので、今まで経験がないという方はそ

の不慮の事故にも遭遇する可能性がありますが、原則そのようなことを考えておりますが、も

ちろん年齢等についてもある程度制限を加えないと、後期高齢者の皆さん方にということもい

きませんでしょうから、年齢の制限、そしてＯＢとしての経験、それらを原則に考えておりま

すが、そういうことであっても、経験がなくてもぜひやりたいという方はその限りではござい

ませんので、そういったことを原則に考えているということでございますので、ひとつご理解

いただきたいと思います。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  それともう一つ、来年はちょっとどうかなという話の中で、婦人

消防隊、県では６市で婦人消防隊があるということで、どちらかというと奥様方、うちにいる

方に初期活動とか講演活動、広報活動というんですか、そういうのをやっていただくのにはそ

ういう方に入っていただいてもいいのかなという気もしていますし、おおむね１０人前後宇都
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宮が３８人、日光が２７人、あとは大体小山、那須塩原、佐野、矢板が大体１０人前後という

ことらしいんですが、そこの部分を考えると、そういう考えを持っている、またはそういうの

は消防団の中でも話が出ているのか。また、市長としてそういう話を持っていっているのかど

うか。その点をお伺いいたします。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  婦人消防隊につきましては、いわゆる後方支援ということについて

その必要性は十分感じております。そのようなところから早い時期に創設も検討させていただ

くように私のほうからはそのような期待をいたしております。 

 なお、消防団分団長等の会議の中でも、そのようなところも意見としては出されているとい

うことも聞いております。したがいまして、早い時期にそういったところの創設ができれば大

変私としてもありがたいということで、さらに啓発運動については進めていきたいと思います。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  １つはそういう消防活動の啓蒙活動、もう一つ言いますと、消防

というのはどうしても今では火事という感覚があるんですが、私などは地元でよく話をするこ

とは、火事よりは、高齢者がふえる時代ですから、どちらかというと人探し、神長あたりもそ

ういうのがありましたり、どうしても縦社会というのは今、消防団しかないんですね。上から

命令できょうは集まって何々をやれ、何々をやりましょうと言えば、はいと向くんですね。あ

とはどうしても横のつながりで、だれだれちゃん、やあやあなあなあなんですね。やはり消防

団は縦社会ですから、そういう組織として動けるのは消防団ぐらいしか今ないものですから、

これからますます高齢者がふえると場合によってはうちに帰れない。どこに行っちゃったか探

す。そうすると最終的には、意思を決めて出ていって帰ってこない人はしようがないんですが、

迷った人の場合は何とか探していくとなると、そういう方々にお願いをしなくちゃならない。 

 団員が少ない、またはこれは当然お金にも絡んでくる話なんですが、それと、もう一つ言う

と、うちにいない方は難しい。また男の人が休むというのは難しい。それを考えると、女性軍

のお手伝いも必要なのかなと考えているんですが、その辺も含めて考え方をお聞かせ願えれば

と思っています。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  この婦人消防隊を初めどうしても現役の消防団が後方支援に回ると

いうことも大きな火災についてはあるんですけれども、さらに一朝有事の際にはそういった多

方面からの支援というのがどうしても必要でございますので、婦人消防隊あるいは今、少年消

防隊も学校で組織をされておりますように、全庁的に安心で安全なまちづくりを進めようじゃ

ないかというような１つのあらわれであるとご理解いただきたいと思いますが、全庁体制でも
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ってこの後方支援も進めていきたいと考えておりますので、さらに促進方を検討させていただ

きたいと思います。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  ぜひともそのような形でお願いできればと思っております。 

 次に制服、先ほど制服を廃止したほかの市町村の話も聞きました。それで、できれば外被を

用意をしたいというような話もあったようですが、それは制服を廃止するということはやはり

分団長ですか、役員には用意しますけれども、一般の方々にはそういうのを用意しないで外被

を用意するというような話が出たようなんですが、それは金額的とか、あとは各分団で何着ぐ

らい予定をしているのか。今、考え方があればお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  副分団長以上ということで、公式行事に出席ということが考えられ

ますので、この副分団長以上には制服も貸与していきたいということで、お答えをいたしまし

た。そのほかに一般団員については防寒服と被覆ですね、そのようなことを対応していきたい

ということであります。これらの費用等について総務課長がわかれば回答させたいと思います

が、以上のようなことでひとつご理解いただきたいと思います。 

○議長（水上正治君）  総務課長木村喜一君。 

○総務課長（木村喜一君）  滝田議員のほうからの制服を廃止した段階での防寒着等の対応

ということでございましたけれども、基本的に対応するのであれば、全団員ということを考え

ておりますけれども、膨大な費用になりますので計画的にならざるを得ない部分もありますけ

れども、今のところ、防寒、防火という両面性を持った外被みたいなものを今検討しておりま

すけれども、見積もりをとったところ、１着約２万７,０００円ほどの値段というふうに聞い

ております。 

 以上です。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  １分団にどのぐらいの考え方をしていますか。 

○議長（水上正治君）  総務課長木村喜一君。 

○総務課長（木村喜一君）  現在、団員が６１４名おりますので、基本的には全員に配りた

いという希望はありますけれども、費用的なものもございますので計画的に進めていきたいと

いうふうな考えを持っております。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  ということは、今現在は１分団に何着ということはまだはっきり

とは言えないという考え方なんですね。ということは、どうしても火事の場合、水をはじく、
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一番最前列にいる人は着ないと冬場なんかまいっちゃうと思うんですね。ですから、そこら辺

も含めてよく検討していただきまして、消防団ともよく話をしてもらって、予算もあることで

すけれども、お互いにここら辺はまず最初につくろうとかそういうのをよく打ち合わせをして

やっていただきたいと思っております。ぜひともそのようにお願いいたします。 

 次に出動手当、金額が７００円、那珂川町は８００円になった。高いからどうだ、安いから

どうだではないんですが、やはり場合によると夜火事になる。次の日も場合によると１日その

ままいるような場合もある。それで、ボランティアといえども７００円、１,０００円がどう

だということはないんでしょうけれども、果たしてそれが。やはり団員の士気にかかわる問題

があると思うんですね。そこら辺のところを考えると、もうちょっと考えられないのかな。そ

ういう諮問機関があってそういう話をして、現在その進捗状況をお聞かせ願えればと思ってい

ます。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  分団長等の会議についての進捗状況、その件についての答えは総務

課長からさせたいと思いますが、合併前は出動手当が６００円でありました。それが合併後、

１００円上げて７００円とした経緯があります。またさらに、このお隣の那珂川町が８００円

ということなんで、そういったところであれば、南那須地区の広域圏としては統一性を図る必

要を感じております。しかしながら、非常勤特別職の報酬ということになりますので、そうい

ったところも勘案いたしますと、この出動手当のみの検討でいいのかなという考えもございま

すので、このことについてはご意見を踏まえてさらに検討させていただくということで、ご理

解いただきたいと思います。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  消防団についてはわかりましたが、順番が違って自主財源が抜け

たかと思っているんですが、済みませんでした。自主財源について順番を抜かしてしまって申

しわけありませんでした。これは１１月３０日に法人市民税２１自治体が減収ということで、

総額１４億円云々と出ているんですが、これは企業は生き物ですから、景気がいいときもあれ

ば悪いときもある。そうなると、会社だけに頼っていますと、景気がいいときは税収は何も心

配しなくてもいいんですが、本当に今みたいな時代になると、その企業の顔色を見ながら来年

の予算を組まなくちゃならない。特に芳賀とかあそこら辺に行くと、ホンダさんにお伺いをし

て、来年の予定を聞いて予算を組む。高根沢もやはりその部分とキリンビールとかといって予

算を組んでいる。そうでないと、自分のところで組めないわけですよね。 

 ですから、これは当然そういうのは予算組みには覚悟してやっていると思うんですが、そう

いう中で先ほど市長からもお話がありましたように、私も何回か質問させていただいて、その
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中で多少なりともそういうお金が上がってきて、今度は封筒をやりましょうとかそういう前向

きな姿勢でやってもらっているのは非常に感謝をしていますし、最終的に困らないのは市民の

方々の意識づけだと思うんですよね。 

 やはり市が困れば、我々も１件で５００円なり１,０００円なり何とかできるものは出しま

しょうという意識が出てくるか出てこないか。そういう意識づけというんですか、市が困れば

我々も一部、市もそうですし、職員もそうですし、我々市民もそういう形で頑張っていこうと

いう意識づけをしないと、いつの時代になってもこれはなかなか財源は生まれてこないと思う

んですが、特に市で頑張っている姿を見せないと、市民はそれについてこないと思うんですね。

そういう中ではいろいろやっているようですが、この那須烏山市においての１つの財源確保、

法人市民税が下がっている中で、市長はどのような考え方をしているのかお伺いします。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  既に滝田議員からはコンビニ収納を初め封筒、駅伝大会、民間委託

あるいは施設の命名、職員駐車場有料化あるいはＰＦＩとかいろいろご質問をいただいており

まして、今、徐々にではありますけれども、それを手がけているというようなことは先ほどお

答え申し上げたとおりであります。さらにそれは拡大をしながら自主財源確保に努めていきた

いと思いますが、さらには先ほど学生寮のお話をいたしましたが、これから公共地の跡地利用

を検討する際に、そういう公共地の跡地利用の売却も考慮していかなければならないと考えて

おります。 

 そういったところで、公共施設をお金にかえるといったところも自主財源については欠かせ

ない大変重要な課題だろうと考えておりますので、そういう中で、自主財源確保のためには市

としてでき得る手だては大いにやってみて確保に努めていきたいと思います。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  その財源の確保のために、やはり県は所帯が大きいせいか小回り

がきかないというか、話をすると担当じゃないような話をされて、おおむねこんなふうですね

しかないんですね。県は何をやっているかというと、今、自主財源のために前から広告収入と

かネーミングとか財産処分、財産処分に相当力を入れているみたいなんですが、あと手数料収

入、手数料収入というのは一部値上げの話だと思うので、これは余り皆さんに好かれない話な

んですが、あと、努力目標としては印刷物の見直しとかをことしやるんですよとか、そういう

話になっているんですね。 

 そういう中で、どうも小回りがきかない。そこで私、もう一つ市長に提案というんですか、

考え方を聞きたいんですが、道路を１９本、市道としてやっていますよという話ですから、相

当これも頑張ってやっているのかなと思っているんですね。そういう中で、道路標識は一般的



平成20年第７回定例会 第２日 

－113－ 

に立っているものなんですが、道路のＴ字路とか十字路とかに右に曲がれば公共物、左に曲が

ればどこどこですよ。そういうものを市道ですから、それも看板として売ったらいかがかなと

思うんですが、そういう考えはありませんか。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  画期的な提案だと思います。市道といえども道路交通法の範疇にご

ざいますので、そういったことが標識に可能かどうか。これはやはり検討しなければならない

問題はありますが、先ほど申し上げましたように、でき得る手だては講じていきたいというス

タンスからいたしますと、ご意見として検討に値するものと考えております。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  道路整備しまして舗装しますと、きれいになりますし、そうする

と、最低１０年はそれで大丈夫だと思うんですね。そうすると、１回看板を入れればまず金額

が安くても、ただ道路をつくってそれで終わるよりは案内を入れてやって、これは使っても使

わなくても道路ですからあるものですから、やはりそれをお金にするということを考えたほう

がいいのかなと思うんですね。 

 京都なんかは一部そういうところがあるんですね。テレビなんか見ていますと、京都のここ

を右に曲がるとお寺が多いせいもあるんですが、そういうのがあったりして、これはきっと県

のほうに問い合わせても違反ではないんじゃないですか。県はやらないんですかと言ったら、

県はどっちかというと道路のネーミングを売っちゃうという考えなんですね。ですから、例え

ば烏山喜連川線とか烏山宇都宮街道が今度街道名を変えちゃう。要するにネーミングで売っち

ゃいたいという、それのほうがお金になるんだという県の考えなんです。ちょっとそれはこの

地区ではそれほどお金を持っていて道路まで買って道路名を自分の名前にしちゃおうなんてい

う人はきっといないと思うんですね。 

 そうしたら、その看板ぐらいは大丈夫じゃないかなと。すみません、よく調べていなくての

質問なんで申しわけないですが、ぜひともそういうことも含めて道路整備するときは地べたを

見ればとまれといえばとまることになっているし、見ているわけですから、これはきっとお金

になるのかなと私は単純にそう思っていますので、ぜひとももう一度そこら辺のところの考え

方をお聞かせ願えればと思っています。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  以前にご提言いただいた駅伝のゼッケンと同じように大変ＰＲ効果

はあるんだと思います、道路標識というのは運転手はだれも見る看板でございますから。その

ようなところから、先ほど申し上げましたとおり、どの程度までの看板が可能なのかどうかは

ちょっと調査をさせていただきたいと思います。意見を踏まえて検討させていただきたいと思
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います。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  ぜひとも検討していただいて、余りほかでやっていないようです

から、１つの目玉として下野新聞の一面にまた載るのかなと思っていますので、ぜひとも検討

していただきまして、それもこれはコマーシャルになる話ですから、新聞広告を出しますと結

構お金がかかるんですが、記事でしたらただですし、また読んでいただくのも多いと思ってい

ますので、ぜひともそのような形で検討していただきたいと思っております。 

 次に、新たな公共施設、先ほど市長から答弁もありましたが、やはり那須烏山市、旧烏山の

ときは文化のかおる町などといっていたんですが、文化のかおるといってもそういう施設がな

い。旧態依然の部分で予算も減ってくる。さあ、何が文化なんだろうと、何もないのも１つの

文化かなと嫌みを言うような人もいるものですから。 

 そういう中で、現実には皆さんが集まってイベントをやる。そういう公式な形で人を呼んで

やるということがないんですね。ですから、そこら辺をぜひとも誘致していただきたい。市長

も先ほど平成２４年には目標をつくってという話があったんですが、県の土地も訓練校は随分

昔から烏山で買ってくれと。予算がないので買えないという話の中で、そうしますと、女子高

も今は２年ですからあと１年ないし２年であいてしまうのかな。あそこも県の土地ですから、

県も今の市町と同じく遊休地は何とか処分したい。そういう考え方を持っていると思うんです

ね。 

 ですから、その辺も含めて文化施設、体育館がどうとか何とかというと幅広くなってもなか

なか難しいと思うんですが、文化会館、市民会館、ぜひともそこら辺のところは市長に頑張っ

ていただいて、市のトップセールスマンとしてぜひとも営業活動をやっていただきたいと思っ

ているんですね。そこら辺の考え方はどうでしょうか。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  このことについては、福田知事１期目から要望していることもござ

います。またさらに、２期目の公約も、市政も県政の中で受けとめさせていただいております

から、そのようなことで先ほどの文化のかおるまちというようなキャッチフレーズにふさわし

い文化会館あるいは多目的ホールという必要性は十分感じています。そのようなところから、

県の要望も当然やってまいりますが、先ほど申し上げましたとおり、県の基金も来年度の予算

で底をつくというような状況からすると、県の有利な補助事業をなかなか引き出せない可能性

もございます。しかし、このことは県だけでなくて、国への要望ということもございますので、

国、県の要望はさらに強力に進めていく必要性は強く感じています。 

 そういう中で合併特例債、そして基金の一部ということを充当しながら、合併特例債の任用
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期間中である平成２６年度まで、これは着手していれば平成２７年度でもオーケーなものです

から、平成２５年度までにそのような施設の着手をしていきたいということが先ほどの答弁の

あらましでございます。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  予算がないというのは、景気が悪くなればどこでも予算がなくな

るのは一般的ですし、そういう中でもお願いをしなくちゃならない。県にお願いするのか、直

接国にお願いするのかというのは別にしましても、余り県を飛び越えて国に言ってもいかがな

ものかという部分もあると思うんですね。 

 もう一つ言いますと、文化施設がないという市がこの那須烏山市だけだと思うんですね。た

またまこの前福田知事に、選挙前ですからどうしましたという話をしたときに、お金はなけれ

ばないなりの考え方ができると思うんですね。その中で、福田知事もどうも今まで君はみんな

の言うことを聞いて自分の考えを出してないんじゃないのと、今回は本気になって那須烏山市

のためにやってみたら、それが最終的にあなたのためになるんだからと私は言ったんですけれ

ども、余計なことばかり言っているんですが、その中で、本当に市長が本気になってくれば、

市長が頼みに来たりそういうふうに来れば、考えないことはないという話をいただいたんです

よ。 

 ただ、いつどういうふうにできるかというのはまた別にしますよ。だから、ぜひとも市長が

直接、市長がそういうことになれば、知事は考えないことはないと言っているわけですから、

ぜひとも市長にそれを頑張っていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  大変ありがたいお言葉をいただきましたので、大変私も意を強くい

たしました。さらに議員にはご支援をいただきまして、もちろん要望事項については県を飛び

越えて国なんていうことはあり得ません。もちろん筋道を通してやります。そのような要望活

動をひとつご理解いただきたいと思います。さらに引き続き強力にこの要望活動は進めること

といたします。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  そういう中では、県もさっき言ったように遊休地を何とか処分し

たいということは、女子高があいたらうちのほうで引き受けましょう。そのかわりお金くださ

いよ、市民会館建てるんですからと。こういう話を持っていくとか、訓練校跡地どうしても困

っているようですからうちも協力しましょう。そのかわり建物建てるときは金を出してくれと

か、そういう話はしないと、まるっきり違うところに建てちゃうと県は乗ってこないと思うん

ですね、出すだけでは。やはり自分のところも多少身を軽くして、その分は応分なる負担、い
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い言葉か悪い言葉かわかりませんが、ギブアンドテイクというか、魚心あれば水心というやつ

で、やはりお互いにどこかで折り合いをつけないと、なかなか難しい部分があるのかなと思う

んですね。 

 ですから、ぜひともそういう条件を検討していただいて、県の顔色を見ながらどっちがいい

のかなと。やはりいいほうの話をしないと乗ってこないと思うので、ぜひともそこら辺のとこ

ろは検討していただいて、そして市長、ぜひとも何回となく知事のところに行ってもらって、

三森議員もいるわけですから、この際、一緒に頑張っていただいて何とか筋道を立てていただ

きたいと思っています。それについての考え方またはそういう意思があれば、お答えをいただ

きたいと思っています。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  今、意を強くいたしておりますので、議員各位のご支援もいただき

ながら地元県議のご協力、ご支援もいただきながら、強力にその辺の話は積極的に進めてまい

ります。ご理解いただきたいと思います。 

○議長（水上正治君）  １９番滝田志孝君。 

○１９番（滝田志孝君）  いろいろな質問をさせてもらって、市長もいろいろと大変だと思

うんですが、ぜひとも目的達成のために頑張っていただきたいと思っていますし、場合によっ

ては何か我々議員でもお手伝いすればできるということがあれば、市も議会もそして市民の

方々も反対する人はいないと思いますので、力を合わせてやっていければいいのかなと思って

いますので、ぜひとも努力をしていただいて、いい結果が出るようにお願いをしまして、質問

を終わります。 

○議長（水上正治君）  ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 １時４２分 

 

再開 午後 １時５３分 

○議長（水上正治君）    休憩前に引き続き再開いたします。 

 通告に基づき、４番髙徳正治君の発言を許します。 

 ４番髙徳正治君。 

〔４番 髙徳正治君 登壇〕 

○４番（髙徳正治君）  通告書に基づき一般質問をさせていただきます。 

 １問目は地域の振興策についてであります。現在の那須烏山市は、農業の分野においては後

継者の不足や遊休地の拡大、販売価格の低迷や資材の高騰など、安定した収入を得ることが難

しくなっています。商店においても消費者が大店舗で買い物をするようになり、経営が成り立
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たなくなり店をしめるなど地盤沈下が進み、市全体が元気がなくなっていると思います。この

ままの状態では、おのずと人口の減少に拍車がかかり、高齢化も進み、市の体力は弱っていく

と思います。 

 この閉塞感を取り除くにはどうしたらよいのか。どうしたら地域が元気になれるのか。今ま

でもいろいろな施策を行ってきたと思いますが、もう一度地域のすぐれた資源は何か。どうし

たら元気が取り戻せるのか再確認をし、地域の再生を図っていただきたいと思います。 

 私は、食と観光に元気になる源があると考えますので、特産品のブランド化に向けた質問を

させていただきます。県内においては、宇都宮の餃子、佐野ラーメン、大田原牛、最近では高

原牛、喜連川温泉ナス、矢板長井のリンゴ、大田原ネギなど、成功している事例があります。 

 那須烏山市においても県内を代表するブランドづくりを進め、農業に希望が持てるような施

策ができないものか。市長の特産品に対する考え、ブランド化に向けた考えをお伺いいたしま

す。 

 また、私たちの地域の得意分野の１つが農業であると思います。食とイベントを結びつけ、

特産品や食材を地元の消費や市場に出荷するだけでなく、イベントの会場あるいはその周辺に

おいて販売をするなど、消費の拡大が図れないのか。那須烏山市においては山あげ祭りという

大きな催し物があります。この機会を地元特産品の販売の拡大に結びつけることが地域の活力

につながります。 

 また、周辺の地域においても、５月の時期には市貝町塩田のシバザクラの観光や益子町の陶

器市など開催され、多くの観光客が訪れているので、その流れを呼び込めるような企画ができ

ないものか。イベントと誘客と消費を１つと考え、那須烏山市の食を１年を通じ楽しんで味わ

ってもらえるような企画ができないものか、市長に考えをお伺いいたします。 

 また、那須烏山市のイメージは県内あるいは県外においてもわかりにくいのではないかと思

います。那須烏山市の特産品、食材を売り込むキャラバン隊を組んだり、テナントショップを

開いたり、あらゆる機会をとらえ那須烏山市を売り込む努力ができないものか。市長にお伺い

いたします。 

 ２問目は、烏山線各駅周辺の駐車場、路側帯の整備についてであります。昨年から原油が高

騰し、燃料費が家計の大きな負担になり、だれしもが燃料、燃費について考えさせられたとき

でもあります。そうした中で、ＪＲ烏山線の存在は地域の交通機関として重要であると再認識

をいたしました。利用者の方はサラリーマン、学生が多く、駅までは徒歩や自転車、車を利用

しています。駅では出発や到着の時間帯には迎えにくる車や歩行者で混み合うために、歩道や

車道の分離や横断道を整備したり、駅に近い場所に駐車場をつくるなど、利用者の方が利用し

やすくなるように整備を行ってはどうか。市長の考えをお伺いいたします。 
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 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

〔市長 大谷範雄君 登壇〕 

○市長（大谷範雄君）  ただいまは４番髙徳正治議員から、地域の振興策について及び烏山

線各駅周辺の駐車場、路側帯の整備について、大きく２項目にわたりましてご質問をいただき

ました。順序に従いまして、お答えを申し上げます。 

 まず、地域振興策の中で、那須烏山市として新たな特産品を定めブランド化を進める施策に

ついてでございます。現在、市におきましては単独事業といたしまして、合併以前から推進を

してまいりましたマイタケ、アスパラガス、中山カボチャ、南ちゃんカボチャ、焼酎用サツマ

イモ、これは黄金千貫でございますが、等を継続して推進をしてまいりました。合併後、新た

に夏ソバの栽培、ハタケシメジ、そのような特産品と位置づけながら現在も推進をさせていた

だいております。 

 これらの特産品のブランド化につきましては、生産の安定性や県内での栽培状況等を把握を

しながら、南那須農業振興事務所、ＪＡ那須南等の関係機関とも連携を図りながら、本市とし

て誇りを持てる農産物のブランド化に努めてまいりたいと考えております。なお、特産品の開

発に関しましては、農業者みずからの開発意欲と将来に向けて生産性の向上が見込まれること

が最も重要と考えておりますので、農業者へのご指導、ご鞭撻につきましてはさらなるご協力

をいただければ幸いであります。 

 ２点目の食とイベントを通した観光客が通年を通して誘客できるような施策についてであり

ます。本市におきましては、今、議員ご指摘のとおり、イベントといたしまして山あげ祭りや

いかんべ祭り、この２大イベントがございます。食とイベントの最もかかわりのあるものとい

たしましては、南那須地方、食と農の祭典、過日行われましたＪＡ祭りがございます。さらに

は、ふじた体験むらを初め、各直売所あるいは村づくり委員会等が主催をする各種イベントが

各地域で行われておりまして、都市と農村の交流につきましては、年間を通じて成果を得てい

るものと考えておりますが、ご存じのとおり、本市は世田谷区、豊島区及び和光市と交流事業

も行っておりまして、これらの都市住民を本市のイベント以外の日にいかに誘致するかが課題

であると考えます。 

 １つの事例でございますが、和光市とはことし２年目になる少年サッカーの交流試合を大桶

のグランドで行ったところであります。その際、近隣の那珂川町、常陸大宮市、下野市のチー

ムも参加をいただき交流を図ってまいりました。特に、和光市からは野木市長みずからがお出

かけになりまして、那須烏山市の自然、文化について参加をされた他市町の保護者の皆さんに

ＰＲをしてもいただきました。 
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 このような交流を続けていくことにより、那須烏山市への関心が深まるものと思われ、通年

を通して都市の方々の誘客にもつながるものと考えておりますので、今後ともこのような取り

組みは拡大をしてまいりたいと考えております。 

 ３点目の県内での那須烏山市のＰＲについてのご質問でございますが、本市にとっても大変

重要な課題の１つであります。現在は毎年宇都宮市で開催されておりますとちぎ食と農のふれ

あいフェア等のイベントに積極的に参加をして、本市の観光振興に努めております。県外への

ＰＲは栃木県内の市町とＪＲ東日本大宮支社、東武鉄道等において構成をしておりますやすら

ぎの栃木路共同宣伝事業として埼玉県大宮駅、神奈川県横浜駅、東京新宿駅、水戸駅方面にお

いて、本市をＰＲさせていただいております。 

 また、本市独自の振興ＰＲにつきましては、本市と交流を深めております世田谷区の区民ま

つり、豊島区のふくろ祭り、和光市まつり等に観光協会等と共同で物産品の販売等により首都

圏から誘客ＰＲに努めております。さらにＪＲの協力を得ながら、山あげ祭りや各イベント等

においてもＰＲを図るなど、１００万人観光都市を目指しながら、あらゆる面でのＰＲに今後

も努めてまいりたいと考えております。 

 今後は市の観光ビジョン策定の中でＰＲ戦略の強化を検討してまいりますが、従来のＰＲの

拡大、栃木県東京事務所の活用、首都圏での産業物産フェア開催、さらに定住促進施策等との

連携も視野に入れております。 

 次に、ＪＲ烏山線駅周辺の駐車場整備等についてお答えをいたします。全国的にローカル線

の廃止が進んでいる中、当該路線が維持、存続されておりますことは大変感謝に耐えない次第

であります。地域の振興発展を考える上で大量輸送の可能な軌道系の公共交通基盤の有無が大

きな影響を与えることは言うまでもございません。このようなことから、ＪＲや県等に対し、

これまでもＪＲ烏山線の維持存続や高度化を強く要請をしてまいったところでございます。 

 しかしながら、近年の少子高齢化や人口減少に伴いまして利用者数は年々減少傾向にござい

まして、利用向上をいかに図るかが大きな課題であります。このようなことから、本市におき

ましては今年度スタートいたしました市総合計画におきまして、ＪＲ烏山線の利用環境の充実

を重点プロジェクトに位置づけておりますことは、ご案内のとおりでございますが、この中身

といたしまして、議員ご指摘の市内５駅の利用環境の整備、そしてＪＲ烏山線を活用した観光

ルート及びメニュー開発など予定をしているところであります。 

 ご質問の趣旨でありますＪＲ烏山線利用者の駐車場整備につきましては、特に小塙駅及び鴻

野山駅については充実をした駐車場がないことから、今年度は小塙駅につきまして南側のほ場

整備より非農地用地として換地予定がなされる箇所を駐車場敷地及び気象観測所用地として購

入することといたしております。また、次年度以降につきましては、小塙駅における駐車場整
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備工事の着手と鴻野山駅周辺における駐車場用地の確保を進めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁終わります。 

○議長（水上正治君）  ４番髙徳正治君。 

○４番（髙徳正治君）  ただいま市長より答弁をいただきました。ブランド化についての答

弁でありますが、旧町のブランドを継承している。また、最近ではハタケシメジが特産品にな

りましたという答弁をいただきましたが、もっと那須烏山市を代表するような那須烏山市の

何々という新たなブランドを開発するという考え方があるのかないのか、お伺いいたします。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  おっしゃるとおりだと思います。今、確かにいろいろと小刻みでは

あるが試作的にやっているというような段階だろうと私も認識いたしております。したがいま

して、今後特産品開発事業の中で、大いにこの那須烏山市の言われるようなメジャーな特産品

の開発には当然努力をして努めていかなければならないと考えております。 

○議長（水上正治君）  ４番髙徳正治君。 

○４番（髙徳正治君）  地域ブランドということで、今まで那須烏山市では手すき和紙、そ

の組織をつくってブランド化しているという形だと思いますが、他市、特に県内では鹿沼市あ

るいは小山市では、地域ブランドをつくる推進協議会をつくって活発にブランドの推進に向け

ているという、県内でもそういった事例がありますので、那須烏山市においても手すき和紙の

プロジェクト、その中には手すき和紙と八溝の杉材、そういった項目が載っていましたが、そ

こに特産品である農産物や幾つかの特産品を入れていく。そういった推進協議会といったもの

がもっと力を入れてできないものか。再度お伺いいたします。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  推進協議会等の、これは仮称だと思いますが、そのような協議会の

設立は必要性を十分感じております。今ただ唯一残るコウゾを使った和紙製作所も１軒という

ことになりまして、この那須烏山市の歴史的な文化を語るにはこの和紙は欠かせない。このよ

うに私も認識しております。そのようなことを基軸とする推進協議会というのは必要だろうと

思っておりますので、協議会設立に向けたことについて検討させていただきたいと思います。 

○議長（水上正治君）  ４番髙徳正治君。 

○４番（髙徳正治君）  ブランド化に向けた市長の考え方ですが、今言われましたように、

手すき和紙以外にも那須烏山市を代表するような特産品を入れて推進協議会をつくっていただ

きたいと思います。市長の答弁は結構ですのでよろしくお願いいたします。 

 ２番目にイベントと食の組み合わせということで、現在、山あげ祭りが那須烏山市を代表す

る催し物であります。そういった集客、お客さんが他県あるいは他町から入ってきますから、
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もっと強力に特産品を売れるような仕組みをつくっていただきたいと思います。今はどうして

も山あげ祭りにしても、やはり閉塞感という、何となくやって終わりという形になっています

から、そういった力を地域の人が味わえるような、山あげ祭りの裏側にそういった戦略といっ

たものを入れてもらえればと思います。市長の考え方をお聞きします。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  今のご意見は私も同感なところがございます。先ほどご質問の中で、

食と農と観光の充実を議員は訴えられました。そのとおりでございまして、単に一過性とも言

われがちなお祭りのみでなく、春、夏、秋、冬四季折々に定常的に観光客に那須烏山市に来て

いただく。これは一番那須烏山市の観光行政についてはふさわしい行政だろうと私も思います。

そのようなところから着実に取り組んでいきたいと思いますが、過日の一般質問でもお答えを

いたしておりますが、先ほどお隣のシバザクラのお話もされましたけれども、自然の環境の中

で花とか樹木といったところを見て、楽しんで帰られるというアウトドア的な観光が大変はや

ってまいりました。 

 そのようなところから、本市の自然環境を生かした、しかも遊休田も生かしたまちづくり、

こういったところが那須烏山市にはふさわしいのかなということから、全市花公園構想の一貫

で菜の花の推進もさせていただいております。ことしは約７町歩ほどの花を各地に植えていた

だきましたけれども、来年は今のところ想定で約３０町歩ぐらいの大規模な菜の花園ができそ

うでございます。そのようなことも全国に発信をしながら、見て楽しんでいただけるような菜

の花畑の構想なども一事例だろうと考えております。でき得る施策を講じながら食と農と観光

を一体化をもって進めていきたいと思います。 

○議長（水上正治君）  ４番髙徳正治君。 

○４番（髙徳正治君）  ただいま市長より菜の花の構想ということで誘客に力を入れますと

いった意見をいただきました。今、栃木県では食の回廊ですかね、地域間を結ぶという１市だ

けではなくて周辺の地域と連携をして食とイベント、そういったものを体験してくるという。

県内では先進地としては佐野、足利の食の回廊ができております。食の回廊は栃木県、そして

自治体、そしてＪＡ、そういった主体で食とイベントと体験を行うといったものができていま

すから、那須烏山市もそういった隣接町との食の回廊、そういった考え方があるかお伺いいた

します。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  報告がおくれて申しわけないんですが、結論から申し上げますと、

食の回廊につきましては那須烏山市として積極的に参画をいたしております。これは既に県の

振興事務所とも協議が進んでおりまして、お隣の茂木町、那珂川町と連携協調しながら、まず
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はソバ街道というようなことを今考えております。またさらに、先ほど申し上げました菜の花

もこの事業の一貫として今１市２町連携のもとに大いに植えてみようではないかということも、

那須烏山市の発案でもって採択をいただいておりますので、そのようなソバ街道と菜の花街道

とあわせた食の回廊づくりが進んでおりますので、ご報告申し上げたいと思います。 

○議長（水上正治君）  ４番髙徳正治君。 

○４番（髙徳正治君）  ただいま市長より食の回廊が進んでいますということで答弁があり

ました。那須烏山市は山と川と田んぼとそういった田舎風情が多く残っておりますので、これ

からそういった推進協議会をつくってルートを決めて、何を売るか。そういったものがこれか

ら具体的になっていくとは思うんですが、この中で那須烏山市の売りをどんどんお願いしたい

と思います。 

 続きまして、県内のＰＲ活動ということで、豊島区、そういったところとの交流を含めてつ

ながっていますという答弁がありましたが、特に交流事業と同時に那須烏山市の特産品という

ものも売っていくという戦略もあるかお伺いいたします。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  先ほどのお答えと重複をいたしますが、豊島区ではふくろ祭りとい

うものがございます。さらに世田谷区では世田谷区民まつりがありましたり、千歳烏山の駅前

でもそれなりのイベントがございます。そのようなことから、那須烏山市全般にわたる観光客

誘致のための活動をその場でも行っておりますし、直接代表する直売所がご当地に赴きまして

特産品の販売あるいは那須烏山市のＰＲも行っております。ただ、それがこの那須烏山市のＰ

Ｒすべてとは思いませんので、さらなる交流をこれらを基本といたしまして全国的に進めてい

く必要性は感じております。 

○議長（水上正治君）  ４番髙徳正治君。 

○４番（髙徳正治君）  都市部の交流地に出向いて烏山産のものを売っているということで

すが、具体的にどういったものをどういった期間、あるいはＰＲ的なパンフレットとかという

ものはどういった形で具体的に行っているのか。その辺をお伺いいたします。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  豊島区と世田谷区等につきましては、直売所で売られております全

般的な野菜を中心として販売をいたしております。さらに、コシヒカリ米、アユを直接塩焼き

にいたしまして炭火で焼きまして直販をする。こういう形でございます。またさらに、その際

に職員等も応援をいたしまして、那須烏山市のパンフレット等を配布しながら那須烏山市のＰ

Ｒに努めているというような状況であります。 

○議長（水上正治君）  ４番髙徳正治君。 
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○４番（髙徳正治君）  交流事業で那須烏山市の評判というのはどういう評判が出ているの

か。印象が薄いのか。そういったＰＲ活動をもっと強力に売り込むような戦略といったものが

あるのかお伺いいたします。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  今までの両東京の出店については大変評判がいいというふうに聞き

及んでおります。というのも、持っていった商品はすべて売りさばいてきているようでござい

ますし、２日間あるイベントの会場では、２日目は追加もしなければならなくなったというよ

うな報告もありますので、おおむね良好にこの辺のところは活性化ができているのかなと私は

思っています。 

 しかし、先ほど申し上げましたとおり、１地域での活動でございますので、これはさらにこ

ういった事業を大いに他地域にも推進をしていかなければならないということは感じておりま

すので、さらなる拡大に向けて検討を加えてまいりたいと思います。 

○議長（水上正治君）  ４番髙徳正治君。 

○４番（髙徳正治君）  さらなる研究を重ねて那須烏山市の特産品を売り込むという気持ち

で取り組んでもらいたいと思います。また、最近では栃木県庁内に県庁でふれあい直売所とい

う直売所が開催されております。これは県内の特産品を県庁で販売なりＰＲをするといった催

し物ですので、出品ですね、そういった考え方があるのかお伺いいたします。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  県庁内ふれあい直売所につきましても本市は既に参加をさせていた

だいております。いろいろな手法はあると思いますが、さらに充実を図るべく直接の直売所あ

るいは多くの意欲のある市民の皆さん方にも参加を促すべき努力をしていきたいと思います。 

○議長（水上正治君）  ４番髙徳正治君。 

○４番（髙徳正治君）  さらなる那須烏山市の売りをよろしくお願いをして、この質問は終

わりにいたします。 

 次に、烏山線沿線の整備ですが、真岡鉄道、第３セクター、あそこの駅とかその周辺という

のは大分整備されてきちんとしております。特に、七井駅周辺、益子駅の近くには区画整理事

業とか重ねてその周辺を活気づかせる方向かなという事業が行われております。那須烏山市の

場合には、那須烏山市と高根沢が沿線ですので、烏山だけきれいにして高根沢ができないとい

うバランスが残るとすれば、連携をとってどういった形にするのか。そういった話し合いをし

ないと、何となくさびれていくような感じを受けますので、烏山線を活気づかせるのには隣接

の高根沢町との話し合いもあると思いますが、その辺の取り組みがあるのか市長にお伺いいた

します。 
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○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  実はＪＲ烏山線電化促進につきましては、旧３町で連絡協議会を立

ち上げていたんです、高根沢、南那須、烏山で。これも実質的には今解散になりまして、今は

解体をいたしました。合併した那須烏山市も大変残念な思いをしたのでございますが、今の状

況はそんなことでございます。 

 そういった中で、高根沢の宝積寺はごらんのように立派なちょっ蔵広場を有する駅舎が誕生

しました。この高根沢地内の花岡駅も駐車場の整備がなされました。そうしますと、あとは仁

井田と鴻野山、鴻野山から東は私どもの５駅でございますので、そのことについては先ほど申

し上げましたように、計画的に駅周辺の整備を進めていきたいと考えております。もちろん必

要があれば、高根沢町との協議はやりたいとは思っておりますが、とりあえず私どもは地元の

５駅について観光客誘致につながるような整備をしていきたいと考えております。 

 今、考えておりますのは各５駅に目玉の観光地の誘致ができるような施設と連携ができる名

所旧跡なりあるいは駅と連携ができないか、このようなところを今検討中であります。そうい

った中で、鴻野山駅はおかげさまでほ場整備が順調に進んでおりますことから、その換地部分

も駐車場と観測用地用にしていきたいと思いますし、鴻野山駅も長者ヶ平がおかげさまで官衙

遺跡が国指定を受けたということを受けて、大変な名勝地になることを夢みながら、この起点

の駅として鴻野山の整備も大きな政策課題だと考えております。そのような実現化に向けて

着々と整備をしていきたいと考えております。 

○議長（水上正治君）  ４番髙徳正治君。 

○４番（髙徳正治君）  大きな整備は計画的にということでやむを得ないかなとは思います

が、鴻野山駅は朝夕、元県道、現在市道だと思いますが、そこに車がどんどんどんどん入って

きて送りの車が来る。おりてまた烏山線に乗る。本当に危険だなという雰囲気があります。ま

た、烏山駅もやはり平らな広場でそこに車がどんどん入ってくる。歩道という部分がなくて、

どこでも全部歩いてくるという整然としない感じはしますが、大きな工事は計画的になると思

いますが、そういった歩道部分あるいは車が駐車できるようなスペース、これは鴻野山もそう

ですけれども、滝駅もやはり道路があって車がとまれない。先には駐車場はありますが、何か

こう利用しづらいという、真岡線沿線では確実に車が回れるロータリー、そこに駐車場がある

というきちんとした形になっていますから、その辺の整備を大きなものは計画的に、またでき

るものは早目に改善をお願いしたいと思うんですが、その辺の考え方をお伺いいたします。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  先ほども申し上げましたが、市内の５駅の駐車場を初めとする駅舎

周辺の環境整備というのは、これからのＪＲ烏山線の存続につながるものと私は確信をします。
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そのようなことから、ぜひこの駅舎周辺の整備は必要であります。今ご指摘のように計画的に

着々と進めていきたいと考えております。 

○議長（水上正治君）  ４番髙徳正治君。 

○４番（髙徳正治君）  ことしは烏山駅周辺にタウンイルミネーションということで飾りつ

けされるということで、活気が出てくるかなと思いますので、特に今烏山の中心部、烏山駅、

そういったシンボル的なものを考えながら、活気が出るような工夫をお願いしたいと思います。 

 市長より烏山線の思いを聞いて質問を終わらせていただきます。 

○議長（水上正治君）  市長大谷範雄君。 

○市長（大谷範雄君）  最後のまとめといたしまして、ＪＲ烏山線はさっき真岡鉄道のお話

もありましたが、第３セクターでございまして、あれは各沿線の市町村が多額のコストを使っ

て動かしております。大変な自治体の負担になっています。ひるがえって、このＪＲ烏山線は

公共自治体からは１銭も出しておりません。そのようなことで、どうしてもＪＲ直営の存続で

あってほしいと強く私も願っております。 

 そのようなことで、この駅周辺のことは各自治体の整備になります。自治体の判断でできる

ことでございますので、積極的に取り組んでいきたいと思っておりますので、ＪＲ烏山線があ

っての那須烏山市だという位置づけで私も考えておりますので、この駅舎周辺の整備は着々と

ではございますが、積極的に進めていくというようなことをお約束をさせていただきたいと思

います。 

○４番（髙徳正治君）  以上で質問を終わりにさせていただきます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（水上正治君）    以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日は、これで散

会します。 

 ご苦労さまでした。 

［午後 ２時３６分散会］ 


